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ナ チ ス ・ ドイ ツ にお け る

商工会議所の改造

地域経済のナチス的編成一

柳 澤 治

一 《論文要旨》

ヒ トラー ・ナチ ス党 は,1933年 の政権掌握 と殆 ど軌 を一 に して,ワ イ マール共

和制 時代 の経 済機構 の解体 と新 た な形 での編 成 ・組織化 に着手 した。経 済 団体 ・

企業者 団体 の改組 と再編,全 国的 な機構化 は,労 働組 合 の解 体 と ドイツ労働戦 線

(DeutscheArbeitsfront,DAF)の 結成 と並 んで,ド イ ツ経 済 のナチス的 編成 替の

根幹を形 づ くる ものであ った。本論文 は,企 業者組織 のこの ようなナチス的再編 に

おいて,経 済諸 分野 の全国的な組織化=部 門別集 団編成(グ ル ッペ)と 併 行 して実

施 され た地域 的経済 団体=商 工会 議所の改造を取 り上 げ,そ の特徴 とそこでのナ チ

ズ化の状況 を具体 的に検討 す ることを課題 と して いる。

ナチス による商工 会議所 の改造 は,1934年8月20日 の商工会 議所令(Verord-

nungUberdieIndustrie-undHandelskammer)に よって実施 された。 まず商工

会議所 は,旧 来 のラ ン トな ど地方 の管轄か らライ ヒ経済大臣 の監督下 におかれた。

組織原理 として これまでの民主的な協議 ・決定方式は排除 され,そ れに代 えて指導

者原理(FUhrerprinzip)が 導 入 され た。 また会 議所の会頭 ・副会 頭 はライ ヒ経 済

大 臣によ って任免 され ることにな った。 こうして商工 会議所 は 「公益 は私益 に優 先

す る」 という至上命令 に結 びつけ られ る国家的な機構 に組み込 まれることにな った

のであ る。

本論 文 は1937年 刊 行 の 『商工 経済 編成 ハ ン ドブ ック』(HandbuchdesAuf-

bauesdergewerblichenWirtschaft)を 中心 に して,ド イツ各地 の商工 会議所 の

会頭 とナチス党 との関連,当 該会頭 の企業 家的経歴,地 域の産業部 門の状況 を解 明

し,そ れ を通 じて商工会議所 と地域 的経済のナチ ス的全体主義的編成 の意義 を明 ら

かにす る。

キ ー ワー ド:ナ チ ス ・ ドイ ツ,商 工 会議 所,地 域 経 済,指 導 者 原 理,ナ チ ス化
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政経論叢 第75巻 第5・6号

は じ め に

ヒトラー ・ナチス党は,1933年 の政権掌握と殆 ど軌を一にして,ワ イマー

ル共和制時代の経済機構の解体と新たな形での編成 ・組織化に着手 した。経

済団体 ・企業者団体の改組と再編,全 国的な機構化は,労 働組合の解体 とド

イツ労働戦線(DeutscheArbeitsfront,DAF)の 結成と並んで,ド イツ経

済のナチス的編成替の根幹を形づくるものであったω。本稿は,企 業者組織

のこのようなナチス的再編において,経 済諸分野の全国的な組織化=部 門別

集団編成(グ ル ッペ)と 併行 して実施された地域的経済団体=商 工会議所の

改造を取上げ,そ の特徴 とそこでのナチス化の状況を具体的に検討すること

を課題 としている。

ナチスによる商工会議所の改造 は,1934年8月20日 の商工会議所令

(Ve「o「dnungUbe「dieIndust「ie'undHandelskammer)に よって実施さ

れた。まず商工会議所は,旧 来のラントなど地方の管轄からライヒ経済大臣

の監督下におかれた。組織原理としてこれまでの民主的な協議 ・決定方式は

排除され,そ れに代えて全体主義的な指導者原理(恥hrerprinzip)が 導入

された。また会議所の会頭 ・副会頭はライヒ経済大臣によって任免されるこ

とになった②。つまり 「公益は私益に優先する」 という至上命令に結びつけ

られるナチス的国家的な機構 に組み込まれることになったのである。

しか し商工会議所はもともと公益的性格をもった公法的団体であり,ま た

ドイツ商工会議(DeutscheIndustrie-andHandelstag)と いう全国的な

組織を備えていた。1934年 のナチス的改変 は,そ のような既存の組織を土

台 とし,現 行の団体を殆 どそのまま維持したため,部 門ごとの経済的利害の

結合体である業種別企業家団体の改造にかかわる同年2月 の ドイツ経済有機

的構成準備法と同年ll月 の同施行令,そ れによる ドイツ経済の業種別 ・専
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ナチス・ドイツにおける商工会議所の改造

門別団体(グ ル ッペ)の 編成替に比 して,表 面的にはあまり大きな機構上の

変革 とは受け止められなかった③。だが商工会議所は地域的な経済諸部門を

基盤 とし,か つ包括する企業者団体 として永い歴史を有 し,し か も第一次大

戦後の地域経済は他地域との間の関係を一層深めつつあ り,地 域経済 とその

相互的関連,つ まり 「ドイツ経済の地域的編成」(innereVerflechtungder

deutschenWirtschaft)の 問題 はワイマール期の重要課題 となっていた(4)。

それ故会頭 ・副会頭など指導部における旧執行部の排除とナチス的人材の登

用 という人的転換を可能にし,ま た会員総会による民主的手続きに代る指導

者原理 を通 じて会議所の運営 におけるナチス的政策 の実現を容易 にする

1934年 の商工会議所令 は,地 域経済のナチス的全 ドイツ的経済体制への編

成 という点で少なからず重要な意味を有 していたのである。

そしてこの商工会議所は地域経済の担い手 としての中小企業家層に基盤を

置いていた。 ワイマール期において中小規模の資本主義的企業層 ・中小営業

者層は,経 営数の点で圧倒的な位置を占めており,ま た労働者の雇用におい

ても巨大企業のそれを遥かに上廻る重要性を有 していた。加工 ・組立部門な

いし完成品部門を基盤 とする彼 らは,原 料 ・半製品生産を中心とする独占的

な巨大資本 と併存 し,そ れに編成されあるいは対置 される ドイツ経済の基軸

的な担い手であった(5)。彼 らがナチス党の運動 とその拡大に際 して,重 要な

社会的基盤を構成 したことは周知のとおりであり,そ の彼 らを自らの体制の

中に引続き支持基盤として編成することは,政 権掌握後のナチスにとって大

きな課題 となったはずである。商工会議所の機構的改造は,ド イツ経済の地

域的基盤及びそれと結びついた中小企業家層 ・営業者層をナチス的全 ドイツ

的に編成する重要な転換と考えることが出来るのである。

以上のような観点に立って,ナ チス政権掌握後における ドイツ各地の商工

会議所の会頭の交代及びそれとナチス党との関連,そ の会頭の企業家的経歴,

当該地域の企業活動について分析を試みることにしよう。それを通 じて,ナ
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政経論叢 第75巻 第5・6号

チス体制と中小規模の資本主義的企業経営者層 との関連の重要な局面が明 ら

かにされることになるであろう。それは巨大企業 とは異なった ドイツ経済界

とナチスとのもう一つの関係を示す ことになるといえよ'う(5)。

1.全 体主義的組織原理 の導入

ドイ ツの 商 工 会 議 所 の ナ チ ス的 な再 編 は1934年8月20日 の 商 工 会 議 所 令

に よ って 着 手 され た。 ラ イ ヒ経 済 大 臣H.シ ャハ ト(HjalmarSchacht,ラ

イ ヒ ス バ ン ク総 裁)の 名 で施 行 さ れ た この 条 令 は,そ れ に先 立 つ1934年7

月3日 の 経 済 措 置 法(GesetzUberwirtschaftlicheMassnahmen)(7)に 基

づ い て いた 。 こ の経 済 措 置 法 は1934年9月30日 を も って 効 力 を 失 う時 限 的

な立 法 で あ っ た が,ラ イ ヒ経 済 大 臣 に既 存 の法 律 の 域 を こえ て,経 済 関 係 の

包 括 的 な 政 策 を具 体 化 さ せ る権 限 を賦 与 す る,す ぐれ て 全 体 主 義 的 な 性 格 を

有 して いた 。 そ の第1条 と第2条 は次 の通 りで あ った。

第一条

(1)ラ イヒ経済大臣に対 し,そ の職務の範囲内において,ド イツ経済の

促進ないし経済的損害の防止 ・除去のために必要 とする一切の方策を

講ずる権限を賦与する。方策が他のライヒ大臣の職務範囲にも関係す

る場合は当該大臣の同意を経てこれを実施する。

② 第一項に基いて講ぜられた方策は既存の法律に抵触することがない。

第二条 ライヒ経済大臣は,自 らの公布 した規定に違反する行為に対 し,

懲役および罰金刑又はその中の一つを課することを規定することができ

る。罰金刑の最高限度はこれを定めない。

商工会議所令は,こ の措置に基づいてライヒ経済大臣によって発せ られた
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ナチス・ドイツにおける商工会議所の改造

措置であり,そ もそもか ら全体主義的な由来をもっていたのである。その内

容は次の通 りであった⑧。

(1)商 工会議所はライヒ経済大臣の監督の下に置かれる(第1条)。

(2)商 工会議所とその支部 ・公法団体は指導者原理に基づいて運営される。

会頭 ・副会頭はライヒ経済大臣がこれを任免する(第2条)。

(3}会 頭は副会頭 とともに会議所の理事会を構成する。会頭及び理事への

助言 ・補助のために顧問団が置かれ,そ の成員は会頭がこれを任命 し,

かつライヒ経済大臣がこれを認証する(第3条1項)。 前項の規定は第

2条 の公法上の団体にも準用 される。

(4)こ の条令は布告 日をもって発効する。商工会議所に関するラント法に

おけるこの条令に反する条項 は,当 該月 日をもって失効する(第4条)。

以上のように,こ れまでラン ト等地方当局の下にあった商工会議所は,経

済大臣シャハ トのこの指令により,ラ イヒ経済大臣の監督の下に置かれ,ま

た会議所の会頭 ・副会頭の任免権も同大臣に属することになった。 このこと

により会議所会頭にナチス党員ないしナチス的な経済人が就任することが可

能 となり,さ らに顧問など執行部の人事における会頭の任命権を通 じて,会

議所の主導部のナチス化への道が拓かれた。

商工会議所の運営は,総 会による協議 ・承認 というこれまでの民主的方式

でなく,全 体主義的な指導者原理に基づ くことになった。指導者原理は,本

来 ヒトラーの政治運動上の基本原則で,多 数決原理 と議会主義とを否定 し,

最高責任者の絶対的な権威の原則を主張するものであるが,そ れは同時に一

般的な組織にも適用 され,下 への権威,上 への責任にもとつ く責任者=指 導

者(FUhrer)の 決定 ・指令形式を意味 した。その場合指導者は 「民族社会

主義」を理解する,実 行力 ・責任意識を備えた有能な人材であることが必要

であった。ナチス的社会ダーウィン主義的な観点に立つこの原理が経済的な
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組織に導入 され,企 業経営における経営者や専門別集団(グ ルッペ)の 責任

者などとともに,商 工会議所 にも組織原理として適用されたのである。

このような原則 と両立できないラントの立法は無効 とされ,以 後,各 地で

法改正が実施された。たとえばプロイセンでは1933年12月,バ イエルンは

1937年3月,ザ クセ ンは1935年4月,等 々の如 くである(9)。各商工会議所

の規約 も改正され,た とえばベルリンのその第二条にはナチズムの基本的観

念である 「公益は私益に優先する」の原則が盛 り込 まれた(10)。

他方1934年11月27日 の ドイツ経済有機的構成準備法施行令は,同 年2

月27日 の ドイツ経済有機的構成準備法に規定された経済諸部門の専門別の

団体編成を全国的のみでなく,地 域的に構成す るとともに,さ らにその地域

的組織 として経済会議所(Wirtschaftskamlner)を 設け,上 記専門団体=

集団(グ ル ッペ)の 地域的組織とともに,手 工業会議所および商工会議所を

その構成員 とすることにした。つまり各地の商工会議所はより広域の地域的

な経済会議所に編成され,し かもこの経済会議所の事務局は経済大臣の定め

た商工会議所に置かれることになった。各地のこの経済会議所は,全 国的な

上部組織 ライヒ経済会議所(Reichswirtschaftskammer)に よって統括

された。商工会議所はこうしてよ り広域の地域的組織である経済会議所に,

さらに全 ドイツ的なライ ヒ経済会議所と結びつ くことになったのである。

経済機構のこのような全体主義的中央集権的編成の方向に対 して,ナ チス

は同時に経済団体の自治的活動(Selbstverwaltung)の 原則を重視 した。

企業経営の営利的活動の是認を前提に して,各 種の問題に関する経済団体の

積極的な参加と活動が要請された。商工会議所は,専 門的な集団(グ ルッペ)

とともに,「国家 と経済との仲介者」(MittlerinzwischenStaatundWirt-

schaft)た ることが求められたのである。その基礎にある観点が公益は私益

に優先するの原則であったω。
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2.商 工 会議 所 の ナチ ス化(「 グ ライ ヒシ ャル トゥング」)

ワイ マ ー ル共 和 制 の末 期 の1930年 代 初 め に ドイ ツ の 商 工 会 議 所 は105を

数 え た が,ナ チ ス体 制 の 下 で 統 合 が行 わ れ,1937年 に に90と な った 。1934

年8月 の 商 工 会 議 所 令 に基 づ いて 商 工 会 議 所 の改 造 が 強 力 に 実 施 され,そ の

中 で 旧執 行 部 は 排 除 され,ナ チ ス 的 な会 頭 が そ れ に 代 って就 任 した 。 いわ ゆ

る 「グ ライ ヒ シ ャル トゥ ング」(Gleichschaltung)で あ る。

そ れ は上 述 した よ う に経 済 諸 部 門 の専 門 別 集 団 化 と併 行 して 実 施 され た が,

1937年 に は,経 済 組 織 の この よ うな 全 体 的 編 成 に対 応 して,そ の 指 導 的 構

成 員 を 掲 載 した 『経 済 構 成 ハ ン ドブ ッ ク』(HandbuchdesAufbauesder

gewerblichenWirtschaft)が 刊 行 さ れ た 。 そ の 第3巻(12)は,ラ イ ヒ経 済

会 議 所 ・経 済 会議 所 と と も に商 工 会 議 所 の 当時 の状 況 と,会 頭 ・副 会 頭 ほか

執 行 部 の名 前 と会 頭 の 経 歴 を 掲 載 して い る。 それ に よ る と商 工 会 議 所 会 頭 で

ナ チ ス 党 所 属 と明 記 さ れ て い る もの は,90会 議 所 の うち73会 議 所 に も及 ん

だ。 ま た党 員 と記 載 され て い な・い 会 頭 の 中 に も,履 歴 記 載 が僅 か2行 に足 り

な い会 議 所 が1,ナ チ ス党 支 持 者 と判 明 して い る 人 物 が3人 以 上 お り,そ れ

らを 考 慮 す れ ば 全 体 の 約85%近 くが ナ チ ス と 関 連 の あ る会 頭 で あ っ た。 以

下 で わ れ わ れ は ドイ ツ各 地 の 代 表 的 な商 工 会 議 所 を取 上 げ,主 と して 上 記

『ハ ン ドブ ック』 に基 づ き こ れ らナ チ ス 的 な会 頭 の 経 歴 を見 る こ と に よ っ て,

1937年 頃 の ドイ ツ商 工 会 議 所 の ナ チ ス化 の状 況 を解 明 す る こ と に しよ う。

ω ラ イ ン ・ヴ ェス トフ ァー レ ン地 方

① ベ ル ク 商 工 会 議 所 ヴ ッ パ 一 夕 ー ル ・ レ ム シ ャ イ ト(Bergische

Industrie・undHandelskammerWuppertal・Remscheid,ヴ ッ パ ー タ ー

ル ・エ ル バ ー フ ェ ル トWuppertal-Elberfeld)
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この 商 工 会 議 所 は1929年 に ヴ ッパ 一 夕 ー ル 工 業 地 域 エ ル バ ー フ ェル ト ・

バ ル メ ン商 工 会 議 所 と ベ ル ク商 工 会 議 所(レ ム シ ャイ ト)と い う二 つ の 伝 統

あ る会 議所 の 統 合 に よ って う ま れ た組 織 で あ る。 この地 域 の 代 表 的 工 業 は繊

維 工 業 と製 鉄 ・鉄 鋼 業 ・金 属 加 工 業 で,繊 維 品 ・鉄 鋼 製 品 卸 売 業 の 発 展 もそ

れ と密 接 に 関 連 して い る。 各 部 門 は,そ れ ぞ れ さ らに 専 門 的 な 分 野 に分 割 さ

れ て お り,機 械 ・器 具 ・車 輌 組 立,電 機 製 品生 産 もそ の 中 に含 まれ て い る。

そ れ ら と並 ん で 製 紙 業 ・同加 工 業,皮 革 工 業,人 造 繊 維,木 材 加 工,食 品 加

工,石 材業 等 々 の多 様 な加 工 業 が こ の地 域 を特 徴 づ け て い た 。 製 品 は外 国 に

も輸 出 され た 。

1933年 に会 頭 と な った フ リー ド リ ヒ ・ヴ ァ ク ス(F.Wachs,1892年 エ ル

バ ー フ ェル ト生 ま れ)は,化 学 製 品 卸 商Wachs&Asmannの 共 同所 有 者 。

ドレス デ ン工 業 高 等 学 校 で学 び,博 士 号 を もつ。 第一 次 大戦 に志 願 予 備 役

少 尉 。1930年 に ナ チ ス党 に入 党 し,地 区 経 済 顧 問,ヴ ッパ 一 夕ー ル市 顧 問,

ヴ ッパ 一 夕 ー ル 党 組 織 の地 区 グル ー プ指 導 者,化 学 ・薬 品 卸 商 業 集 団 の 地 区

責 任 者,デ ュ ッセル ドル フ経 済 会 議 所 顧 問,ラ イ ン ラ ン ト経 済 地 区 経 済 会 議

所 顧 問(ケ ル ン)等 多 くの地 位 を兼 ね て い る('3)。

1933年 ナ チ ス政 権 掌 握 の直 後 同会 議 所 は 一 同商 工 会 議 所 史 に よ れ ば』一

3月28日 に,こ の 地 区 の6人 の ナ チ ス 党 代 表 委 員 か ら組 織 改 組 の要 請 を受

け た(6人 の1人 が 会 頭 に就 くヴ ァ ク ス で,他 の1人 は 副 頭 取 とな る)。

同年4月3日 の 会 議 で 全 理 事 退 任 を 決 議,さ ら に1922年 以 来 会 頭 を 務 め て

き た 染 色 ・仕 上 業 主(OttoBudde&Co.inBarmen)のR.チ ー ル シ ュ

(Ziersch)(1867-1962年,1950年 に 会 社 名 をWuppertalerTextilverede-

lungRudolfZiersch&S6hneに 変 更)は 辞 任 す る。 チ ー ル シ ュ に 代 り当

初 選 出 され たP.ハ ー ガ ー(Hager)は ナ チ ス 党 員 で な か った た め,退 任 を

強 制 さ れ,結 局 同年6月 に先 の ヴ ァ ク ス が会 頭 に就 任 す る こ と に な った。7

月 に は 労 働 者 ・職 人 代 表 と して3人 の ナ チ ス党 員 が顧 問 に加 わ っ た 。1934
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年3月 には総会が解散 され,会 議所の運営は指導者原理に移 った㈲。

② ク レ フ ェル ト商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerKrefeld,

ク レフ ェル ト ・ウ ェル デ ィ ン ゲ ンKrefeld-Uerdingen)

こ の 会 議 所 の 管 轄 地 域 は人 口49万 人 余,約3,000の 企 業 を有 し,地 域 の

経 済 構 造 は 加 工 業 の 多 様 性 に よ っ て 特 徴 づ け ら れ て い た。 伝 統 的 な 絹 工 業

(関 連 加 工 業 も含 め1935年 の 従 業 者18,500人)を は じめ とす る各 種 繊 維 工

業 と関 連 工 業,金 属 加 工(と くに繊 維 工 業 用 機 械 組 立 業),車 輌 組 立,器 具

組 立,電 機 機 械 組 立,等 々が 重 要 な地 域 的産 業 で あ った(金 属 加 工 業 の労 働

者 は1936年 に約9,400人)。 ま た靴 加 工 業 や各 種 食 品 加 工 業,化 学 工 業,鉱

山業 も重 要 で あ った。

同 会 議 所 の会 頭'に就 任 した フ ェ ル トゲ ン(Feltgen)は,ク レ フ ェル トの

羊 毛 ・紡 毛 輸 入 商(1919年 創 業)で,早 くか ら ヒ トラ ー の 思 想 に共 鳴 し,

1930年 に 党 員 とな った。 同商 工 会 議 所 の 会 頭 に 指 名 さ れ た 直 後 に,地 区 経

済 顧 問 を も兼 任 す る こ と にな った ㈲ 。

ク レ フ ェル ト商 工 会 議 所 も 一 同商 工 会 議 所 史 に よ れ ば 一1933年1月

に ナ チ ス党 の い わ ゆ る コ ッ ミサ ー ル 全 権 委 員 の影 響 下 に お か れ る こ と にな っ

た。 これ ま で の 会 頭A.ヴ ィ レ ムゼ ン(Willemsen)の 活 動 もむ な し く,同

人 は辞 任 を余 儀 な くされ,先 の フ ェル トゲ ン他 が執 行 部 に選 ば れ た 。 いわ ゆ

る グ ラ イ ヒ シ ャル テ ゥ ングで あ る。1933年12月 に商 工 会 議所 法 が 改正 され,

旧商 工 会議 所 の 改 組 と指 導 者 原 理 の採 用 が規 定 され,新 執 行 部 は それ に基 づ

き ライ ヒ経 済 大 臣 に よ り任 命 さ れ た㈹ 。

③ ケル ン商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerzuK61n)

ナ チ ス 政 権 掌 握 の 後 に 会 頭 に 就 任 し た シ ュ レ ー ダ ー(KurtFreiherr

Schr6der,1889-1966)は,J.H.シ ュ タ イ ン銀 行 の 共 同 所 有 者 で,い わ ゆ る
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ケ プ ラ ー ・ク ラ イ ス(Keppler-Kreis)に 属 し,1934年 に ヒ ンデ ンブル クに

対 して,ヒ トラー を ライ ヒ首 相 に 任 命 す るよ う に求 め た経 済 人 の文 書 に署 名

した一 人 で あ る。 彼 は ボ ン大 学 で 法 学 を学 ん だ 後,軍 部 に属 した が,1921

年 以 降 上 記 銀 行 の 共 同 所 有 者 と な っ た。1933年 に ナ チ ス 党 に 入 党 し,SS

(親 衛 隊 〉 に も属 した。 伺 年5月 に表 記 の会 頭 と と もに,上 部 組 織 ケ ル ン経

済 会 議 所 の 指導 者 を兼 ね,ま た専 門 集 団 の個 人 銀行 グル ッペ の責 任 者 で もあ っ

た。 さ ら に国 際 商 業 会 議 所 と 国際 決 済 銀 行 の各 理 事 長,ラ イ ヒス バ ー ン(国

鉄)副 理 事 長,な ど を兼 任 して い る(17)。

④ デ ュ ッ セ ル ドル フ商 工 会 議 所(Industrie・undHandelskammer

DUsseldorf)

鉱 山業(鉄 鉱 山),金 属 加 工 業 ・機 械 組 立 業 等 を 中 心 とす る地 域 経 済 を土

台 とす る 同 会議 所 の 会 頭 に就 任 したK.ツ ッカ ー(Zucker)は 器 具 組 立 業 の

会 社 の 所 有 者 で,同 時 に 上部 組 織 デ ュ ッセ ル ドル フ経 済 会 議 所 の指 導 者 を兼

ね て い た 。 彼 もナ チ ス党 に属 して い た(u)。

⑤ 東 ヴ ェ ス フ ァー レ ン ・ビー レ フ ェル ト商 工 会 議 所(Industrie-und

HandelskammerOstwestfalen)

上 記 商 工 会 議 所 の 会 頭H,オ ーバ ー シ ェ レ プ(Oberschelp)は,農 民 家 族

出身 で,第 一 次 大 戦 参 戦 後 に ビー レフ ェル ト近 郊 の工 場 で仕 事 を す る よ う に

な り,小 規 模 だ った そ の企 業 を,1936年 に は300人 ほ どの 従 業 員 を 雇 用 す

る経 営 に拡 張 した。 彼 は早 くか らナ チ ス 党 の 党 員 と な り,1933年 夏 に 当 商

工 会 議 所 の 会 頭 に任 命 され た。3人 の 副 会 頭 は各 々,食 品 加 工 工 場,タ バ コ

工 場 醸 造 業 に 属 した 。

同地 域 の 工 業 の 中 心 は,繊 維 工 業(シ ー ツ ・シ ャツ等),紳 士 服 製 造,自

転 車,ミ シ ン,家 具,タ バ コ,精 肉 の 加工 な どの 消 費 財 産 業 で あ った㈲ 。
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⑥ ボ ー フ ム商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerzuBochum)

石 炭 業 と製 鉄 ・鉄 鋼 業 を 中 心 と し,多 くの関 連 産 業 を擁 す る この 地 域 は ド

イ ツ工 業 の 最 重 要 地 域 の 一 つ で あ っ た。 会 頭 のM.A.シ ュ リター(Schlitter,

1894年 生 ま れ)は,ド イ ツ 銀 行 とデ ィ コ ン トゼ ル シ ャ フ トの ボ ー フ ム 営 業

所 の所 長 で,1932年3月 に ナ チ ス党 に加 入 して い る。 ボ ー フ ム市 参 事 会 員,

ヴ ェス トフ ァー レ ン ・リ ッペ 経 済 会 議 所 顧 問,ボ ー フム 銀行 連 盟 会 長,等 々

を兼 ね た ⑳。

⑦ エ ッセ ン商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerEssen)

石 炭 業 ・製 鉄 ・鉄 鋼 業(ク ル ップ等)・ 各 種 鉄 加 工 業 ・機 械 組 立 業,そ れ

らの 関連 各 種 産業,化 学 工 業,電 力 業,各 種 原 材 料 卸 商 業 ・小 売 業,等 々 を

背 景 に もつ 表 記 会 議 所 の会 頭E.テ ンゲ ル マ ン(Tengelmann)は1870年 に

生 ま れ,こ の 時 点 で エ ッセ ン石 炭 会 社 の総 支 配 人 で あ った。

青 年 期 に鉱 山業 にお い て鉱 夫 と して経 験 を積 んだ 同人 は,鉱 山組 合 の経 営 ・

技 術 指 導 に 関 与 し,1906年 に エ ッセ ン石 炭 鉱 業 会 社 の 経 営 陣 に 加 わ り,13

年 に同 社 の総 支 配 人 に昇 進 した。 そ して1916年 以 来 彼 は3つ の鉱 山 組 合 を

次 々 に買 収 した。1912年 に は表 記会 議 所 の一 員 とな り,22年 に会 頭 と な っ

た 。1933年 に は北 ヴ ェス トフ ァー レ ン ・ル ー ル 地 方 の 外 国 貿 易 局 の 理 事 会

代 表,35年 か らは デ ュ ッセ ル ドル フ地 区経 済 会 議 所 の 副 会 頭,さ ら にベ ル

リンの 商 工 会 議 所 協 働 体 の顧 問 に,ま た ライ ヒ労 働 会議 所 成 員,エ ッセ ン市

顧 問 に な る。 彼 は ナ チ ス党 党 員 で あ る(s')。

⑧ ゾ リ ンゲ ン商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerzuSolingen)

同 商工 会 議 所 は,上 質 鉄 鋼 製 品加 工 ・金 属 加 工 業 の 中 心,ゾ リンゲ ン市 と,

各 種 産 業 部 門 を有 す る ラ イ ン ・ヴ ッパ ー ク ラ イ ス地 域 か ら成 る。1903年 生

ま れ の 会 頭 のE.ハ ル トコ プ フ(Hartkopf)は,商 人 で,鋼 製 品 工 場 ハ ル ト
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コ プ フ社 の共 有 者 で あ る。 ソ リ ンゲ ンの ギ ム ナ ジ ウ ムを 卒 業 した後 フ ラ イ ブ

ル ク(1.BI.)・ ミュ ンヘ ン ・ボ ンで法 律 を 学 び,25年 に父 親 の 会 社 で 仕 事 を

す る よ う に な った 。 ナ チ ス党 へ の 入 党 は1931年5月 で,1933年4月 に表 記

会議 所 の会 頭 に就 任 した。 ベ ル ク地 方(ヴ ッパ ー ター ル ・エ ルバ ー フ ェル ト)

対外 商 業 局 の 局 長,ゾ リゲ ン市 顧 問 を兼 ね た ㈱。

⑨ グ ラー ドバ ッハ ・ライ ト・ノイ ス商 工 会 議 所(lndustrie-undHa皿dels-

kammerGladbach-Rheydt-NeuB)

ラ イ ン左 岸 の45万 人 が住 む こ の地 域 は,何 に よ り も各 種 の 繊 維 工 業(紡

績 ・紡 糸 ・織 布 ・仕 上 げ ・被 服 加工)と,さ ま ざ ま な 金属 加 工 業 ・機 械 組 立

業(ア ル ミニ ウ ム ・鋳鉄 ・圧延 ・ケ ー ブル ・工 作 機械 ・農 機具 ・電動 モ ー ター ・

建 築 用 材 等 々 の 生 産 を 含 む)を 中心 と し,さ らに皮 革 ・製 靴 ・製 粉 ・製 油,

木 材 加 工 ・褐 炭採 掘,等 々の諸 産業 を有 して い た。 これ らの 各 種 の 製 造 業 と

並 ん で,繊 維 品 を は じめ種 々 の 卸売 業 も発 展 して い た。

会 頭 に就 任 したW.ア ハ タ ー(Achter)は ナ チ ス党 員 で,グ ラ ー トバ ッ

ハ 羊 毛 工 業 株 式 会 社 の 社 長 ・総 支 配 人 で あ っ た。1896年 に ミュ ン ス タ ー で

生 まれ た 同人 は,第 一 次 大戦 に志 願 し入 隊 す るが,戦 後 は,毛 織 物 工業 に 従

事 し,1923年 に は,上 記 会 社(も と はLJosteninM.一Gladbach,1925年

の合 併 に よ り現 行 の会 社 とな った)の 責 任 者 の地 位 に就 い た 。1937年 当 時

同社 の労 働 者 ・職 員 は 合 計約1,400人 で あ る(23)。

② 西南 ドイツ(ヘ ッセン等を含む)・南 ドイツ

① フ ラ ン ク フ ル ト商 工 会 議 所(lndustrie-undHandelskammerzu

FrankfurtamMain,も と ライ ン ・マ イ ン経 済 地 域 商 工 会 議 所)

フ ラ ン ク フル ト(a.M.)商 工 会 議 所 の 始 ま りは17世 紀 に遡 り,ド イ ツ最

古 の 会 議 所 の 一 つ で あ る。1933年 に は ラ イ ン ・マ イ ン経 済 地 域 商 工 会 議 所
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とヘ ッセ ン商 工 会 議 所 の 合 併 に よ りラ イ ン ・マ イ ン商 工 会 議 所 と な っ た が,

1936年7月 に再 び 改 組 さ れ て,カ ッセ ル ・ ミュ ー ル ハ ウ ゼ ン と ジー ゲ ン ・

オル ペ ン ・デ ィ リンブル クの会 議 所 が 統 合 されて 現 行 の名 称 とな った。 本 商 工

会 議 所 に置 かれ て い る上 部 組 織 の ヘ ッセ ン経 済 会 議 所(Wirtschaftskammer

Hessen)を 構 成 して い る。

同 会 議 所 が カバ ーす る広 い地 域 の経 済 活 動 は多 様 で あ り,農 業 人 口 も少 な

くな い(25%)。 工 業 は,鉄 鉱 山 ・製 鉄 業 及 び石 材 工 業 を 中 心 とす る ラ ー

ン 冨デ ィル 地 域 と,各 種 加 工 業 を支 柱 と した フ ラ ンク フ ル ト=マ イ ンツ地 域

と に集 中 して い る。 全 労 働 者 の約46%は 生 産 手 段 生 産 部 門 で 雇 用 され,消

費 財 加 工 部 門 は23%に 止 ま る。

ラ イ ン=マ イ ン地 域 の商 工 業 の特 徴 は輸 出貿 易 と の密 接 な 関係 に あ る。 ま

ず 化 学 ・薬 品部 門,つ いで 金 属加 工 品部 門 と機 械 組 立 業 が と くに そ うで あ る。

鉄 鋼 建 築 材 ・中 ・小 型 鉄 鋼 製 品 ・エ レベ ー タ ー ・ トラ ッ ク ・自転 車 ・輸 送 設

備 ・モ ー タ ー ・ガ ス炉 ・電 気 炉 。ガ ス水 道 メ ー タ ー ・エ ナ メ ル 品 ・各 種 特 殊

機 械(工 作 機 械 ・木 工 機 ・タイ プ ラ イ タ ー ・農 業 用 機 械 ・道 路 工 事 用 機 械 ・

冷 凍 機 ・製 靴 機 械 ・皮 革 加 工 用 機 械 等)な ど が後 二 者 に属 す る。 さ ら に電 機

工 業(測 定 機 ・強 電 機 器 ・照 明備 品 ・電 話 器 ・ラ ジオ),光 学 工 業(ヴ ェ ツ

ラ ー),貴 金 属 ・ダ イ ヤ モ ン ド加 工(フ ラ ン ク フル ト ・八 一 ナ ウ)な ど も こ

の地 域 を代 表 す る工 業 とな って い る。

フ ラ ン ク フル トは交 通 の 要 所 で あ り,フ ラ ンク フル ト中央 駅 に 代 表 され る

鉄 道 の交 通 は この地 域 経 済 活 動 の 最 大 の特 徴 の一 つ とな って い る。

1933年5月 に会 議 所 の 会 頭 に 就 い たC.リ ュ ア ー(Lifer,1897-1969年)

は,ナ チ ス 党 ヘ ッセ ン ・ナ ッサ ウ地 区 の ガ ウ 指導 者 で あ る。 第 一 次 大 戦 に参

戦 ・負傷,戦 後 各 種 の 職 業 を経 験 す る 中 で独 学 に よ り博 士 号 取 得(フ ラ ンク

フル ト/M),1927年 に ナ チ ス党 に 入 党 し,新 聞(FrankfurterVolksblatt)

の経 済 部 長,ラ ン ト情 報 局 員 を 経 験 し,33年 に表 記 商 工 会 議 所 会 頭 に就 任
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した 。 ヘ ッセ ン地 区 の ラ イ ヒ労 働 管 理 官(1933・34年)と う イ ヒの グ ル ッ

ペ 商 業 集 団 の 指 導 者 を兼 任 し,ま た1937年 時 点 で ヘ ッセ ン経 済 会 議 所 指 導

者 の 地 位 に あ る(24)。彼 は ドレス デ ン銀 行 の重 役 ・経 営 指 導 者 に もな って い

る(25)。

②bオ ッ フ ェ ン バ ッハ 商 工 会 議 所(lndustrie-undHandelskammer

Offenbacha.M)

この 地 域 の経 済 は各 種 の労 働 集約 的 な 加 工 業 と それ を営 む 中小 規 模 の 経営

に よ って 特 徴 づ け られ て お り,そ の 多 くは輸 出市 場 と結 びつ い て い る。 と く

に 世 界 的 に著 名 な皮 革 製 品 の製 造,靴 用 の 高 級 な め し皮 生 産 と製 靴 業,そ れ

ら関 連 諸 産 業,ま た機 械 組 立 業 や金 属 加 工 業,印 刷 用 活 字 や 石 版 印刷 装 置 の

製 造,化 学 工 業,セ ル ロイ ド'・象 牙 品生 産,木 工 等 々が 重 要 で あ る。

会 頭 のE.H.ゲ ル リ ヒ(Gellrich,1893年 生 まれ,ポ ー ゼ ン出 身)は 機 械

製 作 工 場(Schneider&HelmeckeAG)の 重 役 で あ る。 シ ュ レー ジエ ンで

学 校 を 終 え,第 一 次 大 戦 に参 戦,戦 前 に 引続 き戦 後 も機 械 ・金 属 工 業 関 係 で

働 い た 後,1928年 に上 記 会 社 の重 役 に 就 い た。 ナ チ ス 党 へ の 入 党 は1932年

7月 で あ る(26)。

③ ギ ー セ ン商 工 会 議 所(Industrie・undHandelskammerGiessenfUr

dieKreiseGiessen,Alsfe豆dundLauterbach)

この地 域 の 工 業 は タバ コ工 業(ギ ーセ ン),機 械 組 立,ゴ ム製 造,醸 造 業,

亜 麻 工 業,被 服 加 工,製 材 ・家 具 加 工,等 々 で あ る。

会 議 所 会 頭 のE,パ ウ リ(Pauly,1888年 フ ラ ン ク フル ト生 ま れ)は 医 学

を 学 び,医 師 で あ っ た が,戦 後 義 父 が 設 立 した 同族 企 業 の 部 品 加 工 工 場

(1907年 設 立)に 入 り,1937年 に至 る。1931年12月 にナ チ ス党 に入 り,33

年5月 に上 記 会 議 所 の 理 事,同 年 に会 頭 に就 任 した⑳ 。
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④ ヘ ッセ ン商 工 会 議 所 ヴ ォル ム ス(HessischeIndustrie-undHandels-

kammerWorms)

ワイ ン生 産 と並 ん で 皮 革 工 業(ラ イ ン左 岸),タ バ コ工 業(ラ イ ン右 岸),

木 材 加 工 ・家 具製 造,繊 維 工 業,被 服 加 工,缶 詰 加 工,製 粉,醸 造 業,機 械

工 業,等 々が主 な産 業 で あ る。

ラ イ ンヘ ッセ ン電 機 会 社 の重 役 の 地 位 に あ る 会 頭T.ラ トケ(Ratke)は,

1881年 生 まれ で,ベ ル リン工 業 高 等 学 校 で 学 び,ジ ー メ ンス の 技 師 と な り,

1914年 ヴ ォ ル ム ス 市 電 会 社 と上 記 会 社 の 重 役 と な っ た 。 ナ チ ス 党 員 で,

1933年 に 同会 議 所 の 会 頭 の 職 に就 いた(28)。

⑤ プ フ ァ ル ッ 商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerfurdie

PfalzinLudwigshafena.Rh.)

100万 近 い人 口を 有 し,16の 支 部 組 合 を下 部 に もつ 表 記 商 工 会 議 所(設 立

1843年,現 行 規 約 は1935年1月 決 定)は,1936年 時 に約4千 の商 事 裁 判 所

登 録 企 業 を 包 摂 して い た。

この地 域 は,商 工 業 人 口 の4分 の3以 上 を 占め る プ フ ァル ツ の工 業 的 地 域

と,農 林 業 を 中心 とす る そ の他 の地 域 か ら成 って い る。 プ フ ァル ツ の産 業 構

造 は,金 属工 業 ・製 靴 工 業 ・化 学 工 業 の三 つ の工 業部 門 を 柱 と して お り,同

地 域 の全 工 業 労 働者 の 半 数 以 上 が こ の三 部 門 で雇 用 され て い る。 そ の他 に建

築 業 ・石 材 工 業 ・食 品 加 工 業 ・繊 維 工 業 ・木 材 加 工 業 ・製 紙業 ・複 写 工 業 な

どが重 要 で あ る。

プ フ ァル ツ の金 属 加 工 ・機 械 組 立 業 は,銑 鉄 を ザ ー ル ラ ン ト ・ル クセ ン ブ

ル ク か ら,高 品質 鉄 ・鋼 を ライ ン下 流 か ら,ま た石 炭 を ザ ー ル 地方 ・ル ー ル

地 方 か ら調 達 す る こ とが で きた。 ポ ンプ ・装 置,高 速 度 印刷 機,ミ シ ン,農

業 機 械,集 中 暖房 装 置,鉄 製建 築 材,水 量 計,ボ ー リ ング機,製 靴 機械,染

色 機,測 定 機 器,ア ル ミニ ウム 製 品,ほ う ろ う製 品 な どが主 要 な製 造 品 で あ
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る。

ル ー ドウ ィ ッ ヒ スハ ー フ ェ ンの 化 学 工 業 は原 料 の搬 入 と製 品 の輸 送 に ライ

ン川 を利 用 で き る利 点 を有 す る。 主 な製 品 は染 料 ・肥 料 ・陶土 ・明 ば ん ・薬

品 ・炭 酸 塩 ・クエ ン酸 ・グル テ ン等 々 で あ る。

商 工 会 議 所 会 頭 のA.ラ イ マ ン(Reimann,1868年 生 ま れ)は,ナ チ ス党

員 で,化 学 工 業 企 業(Joh,A.Beneckster)の 共 同 所 有 者 。1927年 以 来 同会

議 所 の 会 員 で,1937年4月 に 会 頭 に 就 任 す る。 ザ ー ル プ フ ァル ツ経 済 会 議

所 の 顧 問,同 公 的 発 注 地 区顧 問,ド イ ツ労 働 戦 線 の 「化学 」 委 員 会 員(ザ ー

ル プ フ ァル ツ地 域),等 を兼 任 して い る⑳。

⑥ マ ンハ イ ム商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerMannheim)

上 記 会 議 所(管 区 の 人 口74万 人 〔バ ー ゲ ン全 人 口 の30%余 〕,商 事 裁 判

所 登 録 企 業 は約5,500)の 会 頭F.ロ イ タ ー(Reuther)は,地 元 マ ンハ イ ム

の有 限 会 社 の 企 業 家=経 営指 導 者 で,ナ チ ス 党 党 員(1931年 公 式 入 党)で

あ る。1882年 生 ま れ の ロイ タ ー は 父 親 の上 記 会 社,つ い で 銀 行 で実 習 した

後,外 国 旅 行 に よ る語 学 研修 を経 て,こ の会 社 の 共 同所 有 者 ・支 配 人 とな り,

現 在 は 表 記 の 地 位 に あ る。 マ ンハ イ ム地 方 裁 判 所 の 商 事 委 員 陪 審 判 事,ラ イ

ヒス グル ッペ 工 業 集 団 の機 械 組 立経 済 グル ッペ ・装 置 部 門 の理 事,バ ー ゲ ン

銀行 カー ル ス ル ー へ支 店 の監 査 役会 長,バ ー ゲ ン ・プ フ ァル ツ航 空 株 式 会社

の監 査 役 会 長,バ ー ゲ ン ライ ン航行 ・輸 送 株 式 会 社(マ ンハ イ ム)の 監 査 役

会 長,等 々 を兼 ね た。

管 轄 地 域 の北 バ ー ゲ ンの 中 心 的 産 業 部 門:製 鉄 ・鉄 鋼 業,機 械 。器具 ・装

置,自 動 車 組 立,電 機 器 ・モ ー タ ー,等 々(就 業 人 口2万 人 余);食 品 加 工

(同3万 人),繊 維 ・被 服 工 業(同1,3万 人),建 築 業(同1万 人)等 。 ほ か

に木 工,製 紙,化 学,皮 革,石 材,ゴ ム な どの各 種 工 業 が あ る。 卸 ・小売 業,

金 融 業,保 険 業,交 通 業,等 も活 発 で あ る㈹ 。

16(404)



ナチス ・ドイ ツにお ける商工会議所 の改造

⑦ カ ー ル ス ル ー エ 商工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerKarls-

ruhe)

上 記 会 議 所 会 頭 のF.R.ヴ ォル フ(Wolff,1890年 生 ま れ)は カー ル スル ー

エ市 の有 限会 社 化 粧 品 ・石 鹸 工 場 の 共 同所 有 者 ・経 営 指 導 者 で ナ チ ス 党 員 。

実 業 学 校 で商 業 学 を学 び,外 国 で 語 学 研 修 を行 っ た後,1918年 に 兵 役 に 服

した。1930年 以 降 上 記 会 社 の 取 締 役 に就 任 し,1936年 か ら商 工 会 議 所 会 頭

とな り,バ ー ゲ ン経 済 会議 所 の 会 計 部 長 を兼 ねて い る。

こ の地 域 の工 業 は,鉄 道 信号 装 置 ・橋 梁 建 築 材 ・ガ ス計 測 器 ・コ ン ロ ・自

転車 ・ トラ ック ・車 輌 ・医 療機 器,等 の金 属 加工 業,機 械 組立 業(皮 革 ・マ ッ

チ製 造 用 機 械,木 工 機 械,工 作 機 械 ・ミシ ン ・計 算 機,等 々 の生 産)が 重 要

で あ る。 北 部 シ ュヴ ァル ツ ヴ ァル ドに は木 材 加 工 や製 紙 業 が あ る。 この地 域

で は 古 くか らタバ コ工 業 が 発 展 して い る。 そ の他 の 工 業 と して は,食 品加 工,

繊 維 ・被 服 工 業,皮 革 加 工,化 学工 業,ガ ラ ス加 工,レ ンガ製 造,等 々 で あ

る(31)Q

⑧ フライ ブル ク商 工 会 議 所(Industrie・undHandelskammerFreiburg)

1933年7月 に バ ー ゲ ン の8か 所 の 商 工 会 議 所 は バ ー ゲ ン商 工 会 議 所

(BadischeIndustrie-undHandelskammer)に 統 合 さ れ た が,1935年2

月 の 法 律 で再 び改 組 され,同 年3月 に表 記 会 議 所 が 設 立 さ れ た。 コ ンス タ ン

ツ 支 部 ・ シ ョ プ フ ハ イ ム 支 部 を も つ こ の 会 議 所 の 会 頭E.チ ョ イ リ ン

(Tscheulin,1884年 生 ま れ)は ナ チ ス党 員 で あ る。 商 業 と技 術 を習 得 し,

兵 役 後 機 械 工 場 の支 配 人 を経 験 した 後,ア ル ミニ ウ ム圧 延 工 場 を設 立 した。

大 戦 で は 西 部 戦 線 に配 属 。 同人 は 戦 後 上 記 の 工 場 を 拡 張 し,1937年 当 時 従

業 員 は700人 を数 え た。 彼 は この工 場 の 経 営 指 導 者 で あ る。 ま た一 機 械 ・鋳

鉄 工 場 の 監 査 役 会 長,フ ラ イ ブ ル ク地 区 顧 問 団 長 を兼 ね て い た。

こ の地 区 の主 要 産 業 は,タ バ コ工 業,食 料 品加 工,木 材 加 工,化 学 工 業
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(ラ イ ン上 流地 域),電 力 業,繊 維 ・被 服 工 業,時 計 工 業,各 種 金 属 ・機 械 工

業,な どで あ る〔32)。

⑨ シュ トゥ トガル ト商工 会 議 所(lndustrie-undHandelskammerStutt-

gart)

会 頭F.キ ー ン(Kiehn)は,ヴ ュル テ ンベ ル ク経 済 会 議 所 の 指 導 者 で も

あ る。1885年 ヴ ェス トフ ァー レ ン生 まれ。 実 科 学校 と商 業見 習 い,ハ ノ フ ァー

商 業 学 校 で 学 ん だ 後,紙 加 工 企 業 の 営 業 担 当 を 経 て,1908年 に トロ シ ン ゲ

ン(Trossingen)に 移 り,ダ ンボ ール 会社 に勤 務,1912年 に独 立 し,製 本 ・

箱製 造 を 兼 営 す る紙 取 引企 業 を買 収 し,拡 張 した。 大 戦 の兵 役 で 勲 功 。1919

年 に タバ コ巻 紙 加 工 ・印 刷企 業 に移 り,1937年 に至 る。1930年 に ナ チ ス党

に 加 わ り,地 元 トロ シ ンゲ ンで 地 方 組 織 をつ く り,そ れ を 指 導 した 。31年

市 参 事 会 員 ・同 市 党 支 部 長,32年 ライ ヒ議 会 議 員,33年 に シ ュ トゥ トガ ル

ト商 工 会 議 所 会 員 。34年4月 に 同会 頭 に 選 ば れ,さ らに1935年 に ヴ ュル テ

ンベ ル ク経 済 会 議 所 の指 導 者 に就 任 した㈹ 。

1934年7月 に ハ イ ル ブ ロ ン とハ イ デ ンハ イ ム の 旧 会議 所 地 区 が 併 合 され

た この 会 議 所 の 管 区 の人 口 は132万 人 余 で,1934年12月 と37年3月 の 商

工 会 議 所 規 程 に もとづ い て運 営 され て い る。 工 業 は 中小 の 加 工業 が 中 心 で,

そ れ ら は各 地 に分 散 して い る。 そ の うち金 属 ・機 械 工 業 と繊 維工 業 とが と り

わ け 重 要 で あ る。 前 者 の場 合,鉄 ・金 属 鋳 造,精 密 伸 延,ね じ等 製 造,ボ イ

ラ ー 組 立,炉 ・料 理 炉 ・外 科 用 医 療 器 具 ・工 作 機 械 等 の 製 造,機 関 車 組 立,

電機 機 械,鉄 材 組 立,製 パ ン設 備,木 材 加 工 用 機 械,レ ンガ 製 造 装 置,圧 縮

機,ポ ンプ,酪 農 品 加 工 設 備,醸 造 用 設 備 等 の 製造,自 動 車 工 業 ・同関 連 工

業,な ど実 に多 様 で あ り,そ の製 品 は外 国 を含 め ヴ ュル テ ンベ ル ク内 外 に広

く市 場 を 見 出 して い る。

そ の 他 に化 学 工 業,食 品加 工,オ ル ガ ン組 立,皮:革 工 業,靴 製 造,製 紙
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玩 具 製 造 等 々 が あ る㈲ 。

⑩ ミュ ンヘ ン商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskamm6rMUnchen)

ミュ ンヘ ン商 工 会 議 所 の 管 区 は,28の 都 市 を 有 す るオ ー バ ー バ イ エ ル ン

地 区(人 口177万)一 帯 に及 び,商 事 裁 判 所 登 録 済 の 企 業 は約8,70fで あ る。

近 年 小 営 業 者 も加 入 が認 め られ る よ う にな り,そ の数 は約3万 と推 定 され て

い る。

1934年8月 の 指 令 に よ る 組 織 替 え で 会 頭 に 任 命 さ れ たA.ピ ー チ ュ

(Pietzsch,1874年 に ツ ヴ ィカ ウ で生 ま れ る)は,ド レス デ ンの工 業 高 等 学

校 で 機 械 工 学 を学 び,同 校 電気 工 学 研 究 所 の助 手 を経 て 化 学 工 場 に勤 め,塩

素 ・苛 性 カ リ製 造 用 の 電 気 工 学 的 技 術 の改 善 に 携 わ っ た。1910年 にG.ア ド

ル フ(Adolph)と 「ミュ ンヘ ン電 気 工 学 ア ドル フ ・ピー チ ュ会 社 」(Elektro-

technischeWerkeMUnchen,Adolph,PietzschCo.)を ミュ ンヘ ン近 郊 に

設 立 し経 営 者 とな っ た(同 社 は1928年 に株 式 会 社 に な る)Cピ'一 チ ュ は

1925年 に ヒ トラ ー と出 会 い,ナ チ ス党 に 入 党 して党 に 協 力 す る。1933年 か

ら36年 まで 総 統 代 理 ヘ ス の 経 済 問 題 関係 の 助 言 者 の 地 位 に あ った 。 同人 は

バ イ エ ル ン経 済 会 議 所 の指 導 者 を兼 ね,さ らに1936年12月 にベ ル リンの ラ

イ ヒ経 済 会 議 所 の指 導 者 に就 任 す る(35)。

⑪ ニ ュ ル ン ベ ル ク 商 工 会 議 所(lndustrie・undHandelskammerzu

Narnberg)

ミ ッテ ル フ ラ ンケ ン地 方(人 口103万)を 管 区 とす る上 記 商 工 会 議 所 は 商

工 業 都 市 ニ ュル ンベ ル ク に あ る。 会 頭0.シ ュ トロ ブ ル(Strobl)は ナ チ ス

党員 で,同 党 ガ ウ ・フ ラ ンケ ンの ガ ウ管 区 指 導 者 で あ り,ガ ウ経 済 顧 問 で あ

る。 同人 は1937年 に会 頭 に 就 任 した。1887年 に レー ゲ ンス ブル ク で生 ま れ

た シ ュ トロ ブル は ミュ ンヘ ンの兵 学 校 を 卒 業,大 戦 中軍 人 と して 活 躍(旅 団
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副官)し,バ イエ ル ン陸軍 省 に勤 務 した後,軍 を離 れ ミュ ンヘ ン大 学,同 工

業高 等 学 校 で 法 律 ・経 済 ・経 営 を学 び,同 市 の電 気 暖 房機 具 製 造 会 社 の 支 配

人 と な った 。 そ の後 ベ ル リ ンの 「ベ ル ク マ ン電 機 会 社 」(BergmannElek・

trizitats-WerkinBerlin)部 長,な どを 経 験 して,1932年 にAEGに 移 り,

電気 暖 房 工 場(ニ ュル ンベ ル ク)の 工 場 支 配 人,1934年 か ら経 営 指 導 者 に

就 い た。 また 経 済 グル ッペ 電 気 工 業 部 門 ニ ュ ル ンベ ル ク支 部 顧 問,ラ ン ト保

険協 会 オ ー バ フ ラ ンケ ン ・ミ ッテル フ ラ ンケ ンの顧 問,フ ラ ンケ ン労 働 会 議

所 会 員,ラ イ ヒ管 理 官 管 区 バ イ エ ル ン名 誉 裁 判 所 陪席 判事 な どを 兼 任 した 。

ニ ュル ンベ ル クの 最 重 要工 業 は金 属 加 工 業 で,と くに ブ リキ 玩 具 の 製 造 と

機 械 工 業 ・電 気 工 業 が 世 界 的 に著 名 で あ る。 同 市 のMAN社 は大 型 ガ ス 機 ・

タ ー ビ ン,ク レー ン,市 電車 輌,荷 物 自動 車 な どを製 造 して い る。 ジー メ ン

ス ・シ ュケル ト社 は従 業員1万 人 以 上 を 雇 用 し,モ ー タ ー,発 電 機,照 明燈,

電 気 メ ー ター,変 圧 器 を製造 して い る。 ケ ー ブル ・金 属 加 工 の ノイ マ イ ヤ ー

社(Neumeyer,従 業 員3,000人 弱)は,ケ ー ブ ル,電 線 を生 産 して い る。

機 械 工 業 に 関 連 して ネ ジ ・蝶 番,ガ ス ・水 道 ・蒸 気 用 設 備,電 極 炭,碍 子,

電 話 器 ・配 電 装 置 な ど の製 造業 が 営 まれ て い る。 ま た 電線 ・電 信 機 や 電 気 医

療 器 具,さ らに製 図 器 具,タ イ プ ラ イ ター,自 転 車,オ ー トバ イ,高 質針 金,

と くに鉛 筆 の 製 造 な ど が活 発 に営 ま れて い る㈹ 。

(3)中 ・東 部 ドイ ツ

① ベ ル リン商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerzuBerlin)

会 頭 フ リー ドリ ヒ ・ラ イ ンハ ル ト(FriedrichReinhart,1871-1943)は,

ベ ル リ ンの コ ンメ ル ツ ・プ リフ ァー ト銀 行(Commerz-undPrivatbank

AG)の 監 査 役 会 長 の地 位 に あ る銀 行 家 で あ る。 『ハ ン ドブ ッ ク』 に は ナ チ

ス党 所 属 の 記 載 は な い が,1932年 に ヒ トラ ー を ラ イ ヒ宰 相 に す る よ うに 大

統 領 ヒ ンデ ンブル ク に提 案 した 経 済 界 実 力 者 の一 人 で あ り,そ の 後 も ラ イ ヒ
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指 導 者SS友 の 会 の 会 員 と して ナ チ ス 党 を 支 え た有 力 人 物 で あ る。 ライ ンハ

ル トは1910年 に フラ ンクフル ト/Mの 中部 ドイ ツ 信 用 銀 行(Mitteldeutsche

Creditbank)の 重 役 とな っ た が,同 銀 行 の コ メル ツ ・プ リフ ァー ト銀 行 へ

の合 併(1929年)の 後,後 者 の 重 役 の 地 位 に就 い た。 同 行 の 監 査 役 会 長 と

な った の は1934年 で あ る。 同人 は ベ ル リ ン商 工 会 議 所 の会 頭 と同 時 に ベ ル

リ ン ・ブ ラ ンデ ンブ ル ク経 済会 議 所 の 指 導 者 を兼 ね,さ らに プ ロイ セ ン枢 密

院 顧 問官,ベ ル リ ン取 引所 理 事 長,経 済 枢 密 顧 問 な ど要 職 に就 任 した。 い ず

れ も ヒ トラー の政 権 掌 握 後 の こ とで あ る(37)。

ベ ル リ ン商 工 会 議 所 の 管 区(人 口734万 人)に 属 す る営 業 的経 営 は約17

万2千 で,う ち4万3千 が 商事 登 録 簿 に記 載 され て い る。 主 要 工 業 は金 属 工

業 と被 服 加 工 業 で,ド イ ツ の電 機 工 業 の 半 分 近 くがベ ル リ ン周 辺 に集 中 して

い る。 この地 域 で は 同時 に機 械 ・器具 ・車 輌 製 造 業,木 材 加 工 業,化 学 工 業,

食 品 加 工 業 が 重 要 な工 業 とな って い る。

「手工 業 」 を含 め た ベル リ ン市 の工 業 経 営 の 数 は11.9万(就 業 者 数62.2万

人),商 業 ・交 通 の企 業 数 は15.6万(同6.4万 人)で あ る。 そ の う ち被 服 加

工 業 は5万 経 営(就 業 者8.6万 人),建 築 業 は1.3万 経 営(同6.5万 人),ク

リーニ ング業 は1.3万 経 営(同3.6万 人),食 品 加工 業 は1.2万 経 営 を数 え る。

な お,機 械 ・器 具 ・'車輌 組 立工 業 の 就 業 者 数 は4.i万 人,鉄 鋼 ・金 属 製 品加

工 の そ れ は3.3万 人 とな って い る(38)。

② マ ク デ ブ ル ク 商 工 会 議 所(Industrie・undHandelskanlmerzu

Magdeburg)

会 頭W.A.フ ァ レ ン ホ ル ツ(Farenholtz,1886年 ゴ ス ラ ー生 ま れ)は,

ナ チ ス党 に所 属 し,ミ ッテ ル エ ル ベ 経 済 会 議 所 の 指 導 者 で もあ る。 ギ ム ナ ジ

ウ ム卒 業 後,ハ ンブ ル クで商 業 実 習,兵 役 を 終 え る。 英 米 等 外 国 で仕 事 を し

た 後1913年 に父 親 の 製 油 工 場 に入 社,1915年 以 後 そ の単 独 所 有 者 に な る。
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第 一 次 大 戦 に参 戦 。1922年 製 油 会 社 グ ス タ フ ・フ ッベ(GustavHubbe)

と合 併,同 社 の 共 同 所 有 者,経 営 指導 者1ピな る。1929年 に上 記 商 工 会 議 所

会 員 に な り,33年 に 会 頭 に就 い た。 経 済 グル ッペ 食 品 加 工 業 の 副 指 導 者 で,

油 脂 部 門 の指 導 者 を 兼 ね る(39)。

同会 議 所 と,上 記 経 済 会議 所 にお いて 事 務 局 長 と して フ ァ レ ン ホル ツ を 助

け た の はハ ンス ・ロイ プ ケ(HansReupke,1892年 ザ ー ル ラ ン ト生 ま れ)

・で あ る 。 ロ イ プ ケ は1927年 に ドイ ツ工 業 全 国 連 盟(Reichsverbandder

DeutschenIndustrie)の 事 務 局 に入 り,そ の 間 グ レゴ ール ・シ ュ トラ ッサ ー

を 支 持 して 活 動 す るが,ヒ トラ ー政 権 掌 握 後 は ドイ ツ工 業 全 国身 分(Reichs-

standderDeutschenIndustrie)の 部 長 とな り,1936年 に上 記 経 済 会 議 所,

1937年 に 同商 工 会 議 所 の そ れ ぞ れ 事 務 局 長 と な った。1930年 に ナ チ ス 党 に

入 党,31年 以 降 突 撃 隊(SA)の 一 員 で も あ る。 書 物 と してDerNational-

sog¢αあs〃zπsπη4漉 ¢例7'soん α尭Berlinl931,他 が あ る(40)。

③ ハ レ商 工 会 議 所(In4ustrie-undHandelskammerzuHalle)

人 口140万,鉱 山業 ・化学 工 業 ・電 気 工 業 ・金 属 加 工 業 な ど重 化 学工 業 を

有 し1ロ イ ナ(Leuna)は じめ 巨大 企業 を 管 区 内 に もつ ハ レ商 工 会 議 所 の会

頭E.ク レー ル ト(Chlert,1884年 生 ま れ)は,砂 糖 卸 業 の 所 有 者 で あ り経

営 者 で あ る。 商 業 ・貿 易 業 の経 験 を 積 ん だ ク レール トは,永 ら くハ レ市 の銀

行(HallescherBankvereinvonKulisch,Kaempfe&Co.)の 監 査 役 を 勤

め,1934年4月 に上 記 の会 頭 に 選 ば れ た 。 ナ チ ス 党 員 で あ る。 マ ク デ ブ ル

ク経 済 会 議 所 の副 指導 者 を兼 任 して い る(41)。

④ ラ イ プ チ ヒ商工 会 議所(Industrie-undHandelskammerLeipzig)

会 頭K.ゼ ー リガ ー(Seeliger)は ラ イ プ チ ヒ の 製 本 会 社(Fritzsche・

Hager-Gieke)の 総 支 配 人 で あ り,出 版 ・書 籍 取 次 業Lahe&Co.の 所 有者
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で あ る(本 稿 で 取 り上 げ た 『ハ ン ドブ ッ ク』 は この 出版 社 か ら刊 行 され て い

る)。1890年 に ミュ ンヘ ンに生 ま れ,法 律 ・経 済 ・歴 史 を 学 び,大 戦 に参 加,

勲 功 を 立 て る。 予 備 役 大 尉 。1920-23年 オ ー バ ー ラ ウ ジ ッツ銀 行 の 法 律 顧 問

の 後,1923年 以 降 ラ イ プ チ ヒ書 籍 業 に 関 与 す る。 ナ チ ス 党 入 党 は1931年 。

突 撃 隊(SA)隊 員 。 経 済 グル ッペ の 印 刷 ・紙 加 工 業 の 指 導 者,ラ イ ヒ ス グ

ル ッペ 工 業 の 副 指 導 者,ザ クセ ン ・東 テ ユー リンゲ ン外 国 局 理 事 長,ラ イ ヒ

経 済 会 議 所 ・ザ ク セ ン経 済 会 議 所 の顧 問,ド イ ツ 労 働 戦 線 の ラ イ ヒ経 営 協 働

体 「印 刷 ・紙 」 部 門 の副 指 導 者,等 々要 職 を兼 任 して い る。

同 会 議 所 の 管 区 は非 商 事 登 録 営業 者2万5千,商 事 登 録 者9千 を 有 して い

る。 商 業 や書 籍 メ ッセ ・毛 皮 製 品 メ ッセ な ど と並 ん で 各 種 工 業 が活 発 に営 ま

れ て い る。 金 属 加 工 業(と くに機 械 組 立 業),印 刷 ・製 本 業,繊 維 工 業,食

品 加 工 業,化 学 工 業,精 油 ・イ ン ク工 業 な どで あ る(42)。

⑤ ドレス デ ン商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerDresden)

ドレス デ ン商 工 会 議 所 の 管 区 に は 約6万 の経 営(従 業 員20万 人 以 上)が

存 在 す る。1929年3月 の ザ ク セ ンの 法 律 に よ っ て 商 業 会 議 所(Handels-

kammer)か ら上 記 の よ う な商 工 会 議 所 に名 称 を 変 更 し,現 在 は1935年2

月 に施 行 さ れ,ラ イ ヒ ・プ ロイ セ ン経 済 大 臣 に よ って 承 認 さ れ た規 程 に 基 づ

いて 運 営 さ れ て い る。

こ の地 域 の産 業 を特 徴 づ けて い るの は 中規 模 経 営 を基 軸 とす る高 級 品 ・完

成 品 加 工 業 や多 様 な 各 種工 業 で あ る。 た とえ ば食 品加 工 業 で は製 粉 ・チ ョコ

レー ト ・砂 糖 菓 子 ・油脂 加 工 ・タバ コ工 業,ビ ー ル醸 造 等 々 が著 名 で あ り,

ま た薬 品 ・染 料 ・石 鹸 ・爆 薬 な ど化 学 工 業 や 製 紙 ・紙 加 工,写 真工 業,繊 維

関 連 工 業,帽 子 製 造,木 材 加工,皮 革 製 造,石 材,陶 器 ・ガ ラ ス,鉄 ・金 属

加 工,各 種 機 械 ・器 具 製 造,電 機 工 業,精 密 工 業,等 々 が 活発 に営 まれ て い

る。
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会 頭 のW.ヴ ォー ル フ ァー ル ト(WQhlfahrt,1880年 ア シ ャー ス レー ベ ン

生 ま れ)は ザ クセ ン経 済 会 議 所 の指 導 者 を兼 任 す る ナ チ ス 党 員 で あ る。 実 業

中学 校 と商 業 実 習 の後,ゲ ッ ピ ンゲ ンの鋼 管 ・装 置製 造会 社 の 営 業 担 当,紙

製 品 工 場(ハ イ ル ブ ロ ン)勤 務 を経 て カ メ ラ製 造 会 社 に 勤 め,1905年 営 業

部 長 とな る。 大戦 に参 戦。 戦 後1926年,同 会社 を 含 め 四会 社 が カ ール ・ツ ァ

イ ス社 主 導 の下 で 合 併 し,ツ ァイ ス ・イ コ ン会 社(Zeiss-IkonAG)と な る

と,同 人 は重 役 陣 に加 わ った 。1935年 上 記 商 工 会 議 所 の 副 頭 取 に,1936年

会 頭 に就 任 した ㈲ 。

⑥ ブ レス ラウ 商工 会 議所(Industrie・undHandelskammerBreslau)

会 頭0.フ ィ ツナ ー(Fitzner,1888年 オ ーバ ー シ ュ レー ジエ ン生 ま れ)'は

1931年10月 ナ チ ス 党 に入 り,突 撃 隊 の一 員 で も あ る。 シ ュ レー ジ エ ン経 済

会議 所 の 指 導 者 を兼 任 して い る。

彼 は ブ レス ラ ウ と グ ライ フス ヴ ァル トの大 学,ベ ル リ ンと ア ー ヘ ンの工 業

高等 学 校 で学 び,鉱 山試 補 の 資 格 を取 得 す る。 大 戦 に参戦,予 備 役 陸 軍 中尉 。

戦 後 鉱 山 官 試 験 合 格,鉱 山 業 に 勤 務,1925年 以 降 ブ レス ラ ウ の 鉱 山 会 社

(GeorgvonGiesche'sErben)の 技 術 部 長 とな る。1934年7月 以 降 経 済 グ

ル ッペ 非 鉄 金 属 工 業 の 指 導 者 とな り,ま た35年3月 に上 記 の シ ュ レー ジ エ

ン経 済 会 議 所 指 導 者 に 任命 さ れ た。 ライ ヒ労 働 ・経 済 顧 問 で もあ る。

会 議 所 管 区 の 人 口128万 人 の う ち50万 人 が 有 業 人 口で,そ の う ち農 林 業

37.2%,商 工 業(「 手 工 業 」・交 通 を含 む)46.4%と な って い る。 繊 維 工 業,

金 属 工 業(機 械 組 立 を 含 む),食 品 加 工 業,建 築 ・建 設 関 係,木 材 加 工 ・製

糸業,ま た 化 学 工 業,窯 業,セ メ ン ト ・採 石 業,皮 革 加工 業 等 々 さ ま ざ ま な

工 業 が存 在 す る㈲ 。
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(4)北 部 ドイ ツ ー 北海 ・バル ト海 沿岸地方 一

① ハ ン ブル ク商 工 会 議 所(lndustrie-undHandelskammerHamburg)

会 頭0.J.ド ウ ・ラ ・カ ム プ(delaCamp)は,1895年 にハ ンブ ル クで生

まれ,ギ ム ナ ジ ウ ム の後 貿 易 商 会 で 実 習,第 一 次 大 戦 に志 願 兵 と して参 戦,

予 備 役 少 尉,航 空 機 指 揮 官 と な る。 戦 後 は ハ ン ブ ル ク の商 社 で 働 き,1924

年 に共 同 で 獣 皮 ・毛 皮 の 輸 入 会 社(Markwitz,Delacamp&Co)を 設 立 し

た。1932年 に ナ チ ス 党 員 とな る。1933年 にハ ンブ ル ク商 業 会 議 所 の会 員,

1935年 そ の 副 会 頭 に,そ して1937年 の 改 組 で で き た表 記 の 会 頭 に任 ぜ られ

た。 ノル トマル ク経 済 会 議 所 の 指 導 者 を 兼 任 して い る㈲ 。

港 湾 ・商 業 ・金 融 ・工 業 を 基盤 とす るハ ン ブル ク商 工 会 議 所 管 区 の経 済 活

動 は活 発 で あ り,ド イ ツ経 済 全体 に と って もそ の意 義 は著 し く重要 で あ る が,

詳 細 は省 略 す る。

② ブ レー メ ン商 工 会 議 所(lndustrie-undHandelskammerBremen)

会 頭K.ボ ル マ イ ヤ ー(Bollmeyer,1887年 生 ま れ)は 実 業 学 校 修 了 後,

マ クデ ブル クで 実 習,つ い で ウ ィー ンの ア ジ ア向 輸 出商 社 で働 く。 大 戦 中 は

機 関銃 中 隊 隊 長 。 戦 後 貿 易 商(FirmaA.HeldBremen-Columbien)の 支

配 人 に な り,1925年 以 降 は共 同 所 有 者 とな る。 ナ チ ス党 に 属 し,ブ レー メ

ン経 済 会 議 所 指 導 者 を兼 ね て い る。 また ライ ヒ経 済 会 議 所 と国 際商 業 会 議 所

の 顧 問 で もあ る㈹ 。

③ メ ク レ ン ブ ル ク 商 工 会 議 所(MecklenburgischeIndustrie-und

HandelskammerzuRostock)

会 頭K.ミ ュ ラー(Mullet,1892年 生 まれ)は 法 律 を学 び,試 補 資 格 取 得,

1933年 ま で弁 護 士 ・公 証 人,そ の 後 メ ク レ ンブ ル ク信 用 ・抵 当 銀 行 の重 役
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とな る。 ナ チ ス党 員 ㈹ 。

④ シ ュ テ テ ィ ン商 工 会 議 所(Industrie-undHandelskammerzu

Stettin)

会 頭0.ラ ンゲ(Lange,1895年 生 ま れ)は1930年7月 に ナ チ ス党 に入 党

して い る。 ラ ンゲ は は じめ ケ ニ ヒスベ ル ク大学 で言 語 学 を 学 び,大 戦 に兵 士

と して 参 戦 。 後 ハ レ大 学 で法 律 学 ・経 済 学 を勉 強 し,シ ュ テテ ィ ン海 上 ・河

川 保 険 会 社(Union-Actien・GesellschaftfarSee-u.Fluss・Versicherungen)

の法 律 顧 問,25年 に 同 社 の重 役 とな る。1933年 に表 記 会 議 所 会 頭 に就 任 し,

35年 か らポ ンメ ル ン経 済 会 議 所 の指 導 者 の地 位 に就 い た。1930年7月 か ら

ナ チ ス 党 員 〔48)。

以 上,ド イ ツ各 地 の主 だ っ た商 工 会 議 所 を取 り上 げ,会 議 所 の 会 頭 と ナ チ

ス党 と の関 係 を 見 た。 『ハ ン ドブ ッ ク』 は上 記 以 外 に も多 くの 商 工 会 議 所 の

会 頭 が ナ チ ス党 員 で あ った こ と を示 して い る。1933年 の ヒ トラ ー ・ナ チ ス

党 政 権 掌 握 と と も に,重 要 商 工 会 議 所 を含 め ドイ ツ各 地 の 商 工 会 議 所 に おい

て 旧執 行 部 が排 除 さ れ,ナ チ ス党 員 や ナ チ ス党 支 持 者 が 会 頭 を 占拠 した 事 実

が そ こ か ら明 らか にな る。 こ れが いわ ゆ る 「グ ラ ヒ シ ャル トゥ ング」 で あ る。

グ ラ イ ヒ シ ャル トゥ ング と は 「ナ チ ス化 」 に他 な らな か った の で あ る。

こ う して90の 商 工 会議 所 の うち少 な くと も76で この よ うな ナ チ ス的 な経

済 人 が会 頭 に就 任 した。 会 頭 の履 歴 記 載 が不 十 分 な1会 議 所(バ ー ゲ ン)を

除 く残 りの13の 商 工 会議 所 は次 の通 りで あ る。

ア ウ グ ス ブ ル ク商 工 会 議 所(以 下 商 工 会議 所 は省 略),ケ ムニ ッツ,デ ュ

ス ブ ル ク ・ヴ ェ ーゼ ル,ド ル トム ン ト,キ ー ル,ケ 一 二 ヒス ベ ル ク,リ ー グ

ニ ッツ,リ ュペ ック,マ イ ンツ,オ ー バ ー シ ュ レー ジエ ン,オ ス ナ ブ リュ ク,

ロ イ トリ ンゲ ン,ヴ ェー ザ ー ミュ ン デ,な ど で あ る。 『ハ ン ドブ ック 』 は以
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上13の 商工会議所の会頭の履歴に関してナチス党の党籍を記載 していない

(このことは非党員であることを意味 しない。たとえば 『ハ ンドブ ック』で

党籍無記載のロイプケはFUhrerlexikonに はナチス党員であることが明記

されている)。

しか しこれ ら13の 会議所の うち,会 頭就任の年次がナチス政権発足の

1933年 よ り以前で,ワ イマール期か ら引続いて会頭の地位 に留まったのは

僅かにリーグニ ッツ(シ ュレージエ ン,1919年 に就任)と ロイ トリンゲン

(1932年 に就任)の2つ のみであり,就 任年次不明のデュースブルクとリュ

ペ ックを除くその他の9会 議所の会頭は1933年 以降にライヒ経済大 臣の任

命 に基づいてその地位に就いている。つまりこれ らの9会 議所でも旧執行部

は退陣を余儀な くされていたのである。そ して新 しく会頭に就任 した人物の

多 くはうイ ヒや地域の専門部門のグルッペやライ ヒ経済会議所の役職に任命

された。党籍記載のないこれ らの会頭 もまたナチス寄 りであったと考えてよ

いだろう。商工会議所の会頭のグライヒシャル トゥングは,ロ イ トリンゲン

とリーグ三 ッツほか最大限4会 議所を除いてほぼ全国各地で実行されたと見

ることができる。

それではナチス政権掌握後の商工会議所改造 によって1933-37年 の間に新

たに責任者の地位に就任 した人物はいかなる経済人であったか。

ケルン商工会議所のシュレーダーやベル リンのそれのラインハル トのよう

な富裕な金融業者ないし大銀行重役は例外であって,そ の殆どが中規模な商

工業企業 ・銀行の所有者 ・共同所有者 ・経営者か,地 域的な企業の支配人 ・

重:役であった点が特徴的である。つまり地域に足場をもつ 「中産的な企業経

営者」(MittelstandischerUnternehmer),中 でも各種の加工業を担 う中

堅的な資本家層や経営者層が重要な位置を占めていたのである。

彼 らの殆どすべてがナチス党員かナチス支持者であったという事実は,ナ

チス党 と資本主義との関係を示す ものとして注目に値する。彼 らはまぎれ も
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な く資本主義的な企業家ない し資本主義的企業を担 う経営者であった。それ

は手工業的な特徴を残 した小経営者,い わゆる 「手工業者」(Handwerker)

と明確に区別 される経済的存在であった。当時の資本主義経済は,重 化学工

業を中心とす るひと握 りの独 占的な巨大資本によってばか りでなく,圧 倒的

な数の企業数 と巨大企業を上回る労働者数を特徴とする中小規模の資本主義

的な経営によって構成 され,支 えられていた。それ らは各種の加工 ・組立業

を含めた多様な地域経済を土台としつつ,内 外の広域的な市場に向けて活発

な経済活動を展開していた。

商工会議所はそのような地域的な経済活動とその担い手たる中小の企業家 ・

経営者を支える重要な拠点であった。ナチスはこの商工会議所と執行部を改

造することによって地域経済 と 「中産的な」資本主義的企業経営者を全体主

義的な体制に組み込 もうとしたのである。それは 「手工業者」の 「手工業会

議所」への編成 と並ぶ,否,経 済的にはそれを遥かに上回る重要なナチス的

政策であったといえよう。

3.商 工会議所の業務の拡大

商工会議所は,公 法的団体 として,今 や会議所を構成する企業や企業家の

利害とその観点に立 った自治的な活動 と並んで,国 家的ないし国民経済的な

立場を考慮することがこれまで以上 に強 く要請 されるにいたった。失業問題

の解決,原 料 ・外国拳替問題g克 服,外 国貿易への配慮,四 ヵ年計画 と国防

経済への対応,価 格統制のための関係当局への協力,等 々である。

このような国家的な課題の拡大に伴って商工会議所は,自 地域の企業経営

の要請にこれまで以上 に対応 しなければならな くなった。外国為替問題,交

通問題,租 税問題,市 場秩序問題,商 習慣問題など国家的な問題は地域の経

済活動に深 く関係 しており,会 議所 はそれに関する政府の指示や命令を地元
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経済人 に仲介するζ共に,そ れを地域や部門の特殊性に関連させて解説 し,

それらに関わる企業家の要求に対応 しなければならない。会議所は 「国家と

経済 との仲介者」として,ナ チスの至上命令である 「公益は私益に優先する」

の原則に基づいて活動することが要請されたのである㈲。

ミュンヘン商工会議所会頭でありライヒ経済会議所の指導者を兼ねるA.

ピーチュは,商 工会議所の任務として次の事項をあげている㈹。

a.証 明証の発行:外 貨 ・原料割当に関する証明書,関 税関係での原産地

証明,商 用旅行用 ビザ取得のための証明書,署 名証明など

b.専 門家 ・鑑定人の指名 ・依頼 ・確証

c.競 争上のいさかいに対する調停裁判所 ・和解職務の設置

d.取 引所の設置 ・監督

e.メ ッセ,商 品検査所,商 業博物館,公 設倉庫,交 通 ・船舶航行施設,

等々の設置 と振興

f.商 事登録簿の管理 ・運営への協力,企 業変更時における登録審査官へ

の協力

g.職 業教育分野での業務,と くに職業学校 ・専門学校の維持 ・補助,商

店員 ・工業労働者 ・補助者の試験の管轄,徒 弟名簿の管理

h.和 議手続き開始の申請への専門的判定,和 議管財人 ・破産管財人の指

名に先立つ聴取

i.ラ イヒ経済省に対する地域の経済状況の定期的報告などの作成,法 案

準備の際の協力

j.行 政 ・司法の当局への専門的見解の提出

k.商 業慣行に関する専門的所見の作成

1.事 業の開設 ・取得 ・変更における専門的立場か らの協力

m.商 事裁判官の指名に関する専門家的提案,税 務署審議官及び税務裁判
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所名誉所員の指名

n.卑 金属仕入れ認可の申請に関する鑑定

o.租 税 ・交通 ・関税等に関す る企業への助言 と情報の提供

p.競 争 ・景品 ・価格割引の問題,日 曜日休 日,店 舗閉店時間,売 りつく

し,競 売,特 許利用意匠権,商 標権の各問題への協力

q.交 通運賃,自 動車での越境交通のための承認手続,郵 便 ・電信 ・電話

の制度的改善,人 的 ・物的交通,料 金表,時 刻表等の問題についての

協力

r.租 税法の分野での協力

s.福 祉部面での活動。商業用職業集会所の建設,寄 付等

商工会議所は以上のようにこれまで以上に広範な業務を担当することになっ

た。たとえばブッパータール ・レムシャイ ト商工会議所は,「官庁の補助的

機関と[地 域の]利 害代表機関という二重の地位」 に規定されて,ベ ルリン

の中央の当局の方針を 「経営の周辺」で具体化するために多大の業務を余儀

な くされた。たとえば1934年 シャハ トの 「新計画」 による原料 ・外貨統制

の後,1935年 には綿 ・羊毛工業 における綿花 ・羊毛の特別割当のために

3,000通 の証明書が発行され,ま た卑金属の小口使用業者(レ ムシャイ トは

金属加工業の中心地)か ら出された申請2,450を 審査 し,会 議所を通 じて監

督局に送付 した。 この年回会議所は12,000を 越える外貨割当の証明書を作

成 し,外 貨 ・原料統制の多種多様な事態に関連 して600以 上の所見を提出し

たという。 さらにナチス政府のユダヤ人経済人排斥=「 アーリア化」政策へ

の対応,ア ウトバーンの建設計画 に伴う道路交通の問題,価 格停止令(1936

年)へ の協力,公 的な発注の配分の問題,広 告規制(1933年9月 経済広告

法,同10月 同法施行令),競 争上の トラブルの調停,小 売店舗設置(1933

年5月 小売商業保護法による規制)の 鑑定,等 々,商 工会議所の役割は質量
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ともに大きく増大 した㈹。商工会議所の改造 とナチス化は,地 域経済のナチ

ス的国家的体制への編成を意味 したのである。

だがそれは地域経済の担い手たち,す なわち中小規模の資本家層を軸とす

る資本主義的企業家層の営利活動の抑圧を意味するものでは決してなかった。

彼らはこのナチス的な機構を前提にしつつ,そ れに対応し,自 らの利害に沿っ

た形でそれを利用 した。たとえば自地域に有利な形でのアウ トバーンの路線

の建設(ケ ル ンー レムシャイ トー ヴッパ一夕ール ー ドル トムン ト),公 的

発注の配分(中 小規模企業への配慮),価 格停止令の例外条項(価 格引上げ)

の活用(そ のために1937-39年 に年平均約200の 詳細な鑑定書を発行 した),

原料 ・外貨割当の確保,等 々がそれである。各種の証明書の発行や審査 ・鑑

定書の数の多さ1ま,ナ チス的な国家的統制体制の規制的な側面の大きさを示

すと同時に,新 たな状況に対する地域的利害の積極的な対応と企業活動の旺

盛な展開を も意味 していた。 もともとナチス的政策理念における 「公益は私

益 に優先す る」 の原則は,「 利益」を否定せず,む しろそれは経済人の私的

イニシャチヴの重視や経済団体の 「自治」(Selbstverwaltung)の 強調 と一

体になっていた。ナチスは上のような形で地域経済の利害を吸収 し,そ の担

い手たる中小資本家層を自らの体制に組み込もうとしたのである。巨大資本 ・

独 占資本との関係とは異なるナチス体制 と資本主義ない し資本家層との関係

がここに示 されているといえるだろう。

おわ りに 一 経済会議所 ・ライヒ経済会議所 との関連 一

各 地 の商 工 会 議 所 は よ り広 域 の 上 部 組 織 で あ る経 済 会 議 所(Wirtschafts・

kammer)を 構 成 し,さ らに この 経 済 会 議 所 は,全 国的 な上 部 組 織 で あ る ラ

イ ヒ経 済 会 議 所(Reichswirtschaftskammer)に よ って統 合 され た 。

広 域 的 な 地 域 組 織 と して の 経 済 会 議 所 は,1934年11月 の 経 済 有 機 的 構 成
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準 備 法 施 行 令 で 規 定 され た後,1935年3月 の経 済 大 臣 の 指 令,経 済 地 区 ・

経 済 会 議 所 令(dieAnordnungdesWirtschaftsministersfiberdieAb-

grenzungvonWirtschaftsbezirkenunddieBildungvonWirtschafts・

kammern)に よ って 設 置 され た。 そ れ は そ の地 域 の 中心 的 商 工 会 議 所 の 中

に置 か れ,そ の 会 議 所 は下 記 の通 りで あ っ た(カ ッ コ内 は 当 該 地 区 の 経 済 会

議 所)。 ケ ー ニ ヒスベ ル ク(オ ス トプ ロ イセ ン経 済 会 議 所),ブ レス ラ ウ(シ ュ

レー ジエ ン経 済 会 議 所),ベ ル リ ン(ベ ル リ ン ・ブ ラ ンデ ン ブル ク経 済 会 議

所),シ ュ テ テ ィ ン(ポ ンメ ル ン経済 会議 所),ハ ン ブル ク(ノ ル トマル ク経

済 会 議 所),ブ レー メ ン(ブ レー メ ン経 済 会 議 所),ハ ノー フ ァー(ニ ー ダ ー

ザ クセ ン経 済 会 議 所),ド ル トム ン ト(ヴ ェス トフ ァー レ ン ・リ ッペ 経 済 会

議 所),デ ュ ッセ ル.ドル フ(デ ュ ッセ ル ドル フ経 済 会 議 所),ケ ル ン(ケ ル ン

経 済 会 議 所),フ ラ ン ク フル ト/M(ヘ ッ セ ン経 済 会 議 所),マ クデ ブ ル ク

(ミ ッテ ル エ ル ベ 経 済 会 議 所),ワ イ マ ー ル(テ ユー リ ンゲ ン経 済 会 議 所),

ドレス デ ン(ザ ク セ ン経 済 会 議 所),ミ ュ ンヘ ン(バ イ エ ル ン経 済 会 議 所),

カ ー ル スル ー エ(バ ー ゲ ン経 済 会 議 所),シ ュ トゥ トガ ル ト(ヴ ュル テ ンベ

ル ク経 済会 議 所)及 び ザ ール ブ リ ュケ ン(ザ ー ル プ フ ァル ツ経 済 会 議 所)で

あ る。

経 済 会 議 所 は,商 工 会 議 所 と並 ん で,経 済 部 門 ・専 門 部 門 別 の グ ル ッペ

(集 団)の 地 域 組 織 と手 工 業 会 議 所 を構 成 メ ンバ ー と して お り,相 互 に 関連

しあ う経 済 問題 を検 討 す るこ とを任 務 と した。 経 済 会 議 所 の 指 導 者 は,バ ー

ゲ ン経 済 会 議 所(カ ー ル ス ル ー エ)を 除 い て,い ず れ も経 済 会 議 所 が置 か れ

た 当 該 商 工 会 議 所 の 会 頭 が 兼 ね た。 バ ー ゲ ンを 含 め た これ ら の18人 の指 導

者 は,オ ス トプ ロイ セ ン経済 会 議 所(ケ ー ニ ヒ スベ ル ク)と ヴ ェス トフ ァー

レ ン ・リ ッペ 経 済 会 議 所(ド ル トム ン ト)を 除 く16人 が ナ チ ス 党 の党 員 か

そ の 有 力 な 支 持 者(ベ ル リン ・ケ ル ン)で あ っ た(52)。

こ れ らの 経 済 会 議 所 は 全 ドイ ツ的 に は ラ イ ヒ経 済 会 議 所(Reichswirt・

32(420)



ナチス ・ドイツにおける商工会議所の改造

schaftskammer)に 編成 された。 ラィヒ経済会議所はラィヒ経済大臣の下

に置かれた。各地の経済会議所の構成メンバーである経済諸部門のグル ッペ

(集団)と 手工業会議所 とともに,商 工会議所 にとってもこのうイヒ経済会

議所が最上部の全国的組織となった。その指導者が,ミ ュンヘンの商工会議

所会頭でありバイエルン経済会議所指導者であるA.ピ ーチュであった㈹。

ライヒ経済会議所の中には商工会議所の共通の任務を検討する 「商工会議

所協働体」(ArbeitsgemeinschaftderIndustrie-undHandelskammer)

が設けられている。ワイマール期の 「ドイツ商工業会議」(DeutscheIndus-

trie・undHandelstag)は その中に吸収された。 ここにおいて各地の商工会

議所の要求や苦情がまとめられ,全 体としての情報交換 と調整がはかられる

ことになる。その代表はピーチュであり,各 地の商工会議所会頭がその理事

会を構成 した(54)。

商工会議所の広域化 と全 ドイツ的組織化は以上のようにナチス体制の下で

強力に推 し進められたのであるが,し か しそれを もっぱら強圧的な全体主義

的方向性においてのみ理解することは適当ではない。諸地域経済間の相互的

ないし全 ドイツ的な関連は,す でに第一次大戦前から進展しており,ワ イマー

ル期には国民経済の内的連関(innereVerflechtung)が 大きな問題となっ

ていたか らである。ナチス的組織化はこのような動向に沿 って,そ れを全体

主義的に具体化 したものであった(5;)。

以上 ナチス政権掌握後の ドイツにおける商工会議所の改造と会議所の会頭

のナチス化の状況を見てきた。上述か ら明らかなように,1933年 か ら1937

年にかけて商工会議所における旧執行部の退陣;排 除とナチス的な経済人の

会頭への就任は1,2の 例外を除いて全国各地で進展 した。 それは同時に商

工会議所の機能が 「公益は私益に優先する」を基本原理とする全体主義的な

経済体制に結びつけられ,ナ チス的な経済統制と四ヵ年計画 ・再軍備体制に

組み込 まれる過程でもあった。
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商工会議所の基盤は各地の地域経済にあり,そ の担い手は中小規模の資本

主義的企業家や営業者たちであった。各種の加工 ・組立工業ない し完成品工

業を中心とする,「中産的」な資本家層によって担われた企業経営は,重 化

学工業を基盤とする独占的な巨大資本とともに,ま たその支配的体制の下で,

ドイツ資本主義を構成 し,支 える基本的な要因であり,再 軍備とアウタルキー

化に向かうナチス経済にとって不可欠の条件であった。商工会議所の活動は

そのような地域経済と密接に結びついており,そ の組織 と機能のナチス的改

造は,中 小規模の企業経営を土台とする地域経済のナチス的経済体制ぺの編

成 という意味をもっていたといえるのである。

しか しこのことは資本主義的企業 ・中小経営の自由な経済活動への規制を

意味するとしても,そ れ らの営利活動の強圧的な抑制ないし否定を決 して意

味 しなかった。「公益は私益に優先する」という原則は私的イニシャチヴの

重視,個 人の 「創造性」と 「責任」というもう一つのナチス的原理 と結合 し

ていた。資本主義的企業とその営利原則は承認され,前 提とされた。ナチス

はそれらの営利的企業活動を自らの体制の中に全体主義的に編成 しようとし

たのである。

第二次大戦の勃発と本格的な戦時経済体制への移行 とともに商工会議所の

あり方 も変質 し,1943年 にはガウ経済会議所(Gauwirtschaftskammern)

に吸収 されることになるが,そ の具体的な過程に関しては別稿が必要 となる

であろう。

《注》

(1)何 よ りも栗 原優 「ナチ ス経済 社会 体制 の成立 」 『神 戸大 学文学 部紀 要』5,

1975年,参 照。 また塚本 健著 『ナチ ス経 済』東 京大学 出版会,1964年,292

頁以 下。 ナチ ス ・ ドイツの経済機構の編成替 は,戦 前 ・戦 時 日本の政 ・官 ・財

各 界 と知識人 が最 も注目 したことが らで あ り,1940年 の 「経済 新体制」 は あ

る意 味で この ような ナチ ス的編成替の方式 の受容 とその 日本 的適用であ った と

い うこ ともできる。拙稿 「日本 における 『経済新体制』問題 とナチス経済思想」
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『政 経 論 叢 』 第72巻1号,2003年10月,同 「ナ チ ス経 済 思 想 と 日本 で の そ の

受 容 」 明治 大学 政 治経 済 学 部 創 設 百 周 年 記 念 叢 書 刊 行委 員 会編 『ヨー ロ ッパ 』

御 茶 の 水 書 房,2006年 。 な お,須 永 徳 武 「商 工 会 議 所 の 機 構 改 革:と商 工 経 済

界 の 活動 」 柳 沢 遊/木 村 健 二 編 著 『戦 時下 ア ジ ア の 日本 経 済 団 体 』 日本 経 済 評

論 社,2004年 。 本 稿 は こ の よ うな 関 連 に 関 す る問題 認 識 を 背 景 に有 して い る。

(2)同 法 につ い て は,HermannTesch6macher(Hrsg。),HandbuchdesAuf-

bausdergewerblichenWirtschaft,Bd.1皿(Reichswirtschaftskammer/

Wirtschaftskammern/Industrie-undHandelskammern),Leipzigl937,S.

137.(以 下Handbuchと 略 す)。 同法 の 邦 訳 は 日清 財 政 経 済 研 究 会 編 『ナ チ ス

経 済 法 』 日本 評 論 社,1937年,76頁 以 下 。 同 時 代 日本 に お け る関 連 叙 述 と し

て,小 穴 毅 著 『独 逸 国 防経 済 論 』 森 山書 店,1938年,116頁 以 下,渡 辺 宗 太 郎

「ナチ ス 経 済 団体 統 合 法 」 『法 学 論 叢i』第43巻4号,1940年10月,393頁 以 下。

な お,ド イ ツ の商 工 会 議 所 史 の 要 約 的 な叙 述 と して,渡 辺 尚編 著 『ヨー ロ ッパ

の 発 見 』 有 斐 閣,2000年,第5章(渡 辺 尚)第2節 。

(3)た とえ ば,同 時 代 の 文 献 と して はA.B.Krause,OrganisationvonArbeit

undWirtschaft,Berlin(1935),ま た 戦 後 の 研 究 と して は,W,S6rgel,Die

NeuordnungdesOrganisationswesensl933/35,in:H.J.Verain(Hrsg.),

InteressenverbandeinDeutschland,K61n1973.を 見 よ。 日本 の研 究 に お い

て も 同様 で あ る。 塚 本,前 掲 書 。 ま た ドイ ツ経 済 有 機 構 成 法 の成 立 が もつ政 治

史 上 の 意 義 を鋭 く解 明 した上 記 栗 原 論 文 は,こ の ドイ ツ経 済 有 機 的構 成 準 備 法

が 「商 工 会 議 所 の排 除 」 を意 味 した,と 解 釈 して い る。 そ の た め か,商 工 会 議

所 の改 造 そ れ 自体 の 意 味 は考 慮 さ れ て い な い。 工 藤 章 著 『20世 紀 ドイ ツ資 本

主 義 』.東 京 大 学 出 版 会,1999年 は,企 業 の組 織 化 に つ い て の 叙 述 を 欠 く。 他

方,同 時 代 の ア メ リカ の ナ チ ス経 済 分 析 で あ るF.Neumann,Behemoth.The

StructureandPracticeofNationalSocialisml933-1944,NewYork,1942(1.

ed.),London,1967(岡 本 友 孝 ・小 野 英 祐 ・加 藤 栄 一 訳,み す ず 書 房)やR.

Brady,TheSpiritandStructureofGermanFascism,NewYork,1969(但

し,1937年 初 版 の復 刻),は す で に商 工 会 議 所 の 転 換 に 注 目 して い る。 しか し

ノイ マ ン は広 域 の 経 済 会 議 所 の役 割 を 重 視 して お り,各 地 の商 工 会 議 所 の編 成

替 につ い て は殆 ど叙 述 が な い。 経 済 機 構 の ナ チ ス的 転 換 を分 析 す る最 近 の研 究

も,経 済 部 門 ・専 門 別 の集 団(グ ル ッペ)と その 全 国 的 な編 成 が 中心 で,地 域

経 済 と結 び つ い た商 工 会 議 所 へ の 注 目 は 小 さ い 。M.v.Prollius,DasWirt-

schaftssystemderNationalsozialistenl933-1939,Paderbornu.a.2003.は

地 域 の 「サ ブ シ ス テ ム」 を重 視 し,そ の ナ チ ス化 につ いて 多 くの個 別 的 な事 例

を 紹 介 して い るが,地 域 経 済 と密 接 な 関係 に あ った 商 工 会 議 所 の改 造 の全 体 的
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な意 義 につ い て は 立 入 っ て お らず,そ の た め 地 域 経 済 の 全 体 主 義 的 ナ チ ス的 編

成 と い う機 構 上 の転 換 を捉 え る こ とが で き て いな い 。

(4)諸 田 實 ・松 尾 展 成 ・小 笠 原 茂 ・柳 澤 治 ・渡 辺 尚 ・E.シ ュ レ ン マ ー著 『ドイ

ツ経 済 の歴 史 的 空 間 』 昭 和 堂,1994年,第3章(柳 澤 治)3(拙 著 『資 本 主 義

史 の 連 続 と断 絶』 日本経 済 評 論 社,2006年,第2章3・(3))。

(5)詳 し くは拙 著 『ドイ ツ 中小 ブ ル ジ ョア ジー の史 的 分 析 』 岩 波 書 店,1989年,

IV。

(6)ナ チ ス と大 資本 との関 係 に つ い て は これ まで た くさん の 研 究 が 積 み重 お られ

て き た。 しか し,ド イ ツ資 本 主 義 を構 成 す る圧 倒 的 な数 の 中小 資 本 家 層 とナ チ

ス体 制 と の 関連 に つ いて は こ れ ま で殆 ど分 析 が な され な い ま ま で来 た。 ナ チ ス

党 と そ の運 動 が こ れ らの 中小 企 業 家層 の 多 くに よ って 支 持 され て来 た こ と(cf.

H.S.Turner,GermanBigBusinessandtheRiseofHitler,NewYork/Ox-

ford,1985,IV-4)を 考 慮 す る と こ の欠 落 は重 大 で あ る。 本 稿 が そ の空 白の 一

部 を 埋 め る こ と が で きれ ば幸 い で あ る。

(7)W.Hoche,DieGesetzgebungdesKabinettsHitlers,Heft9,Berlin1934,S.

192.前 掲 『ナ チ ス経 済 法 』32頁 以 下 。

(8)A.a.OHeft10,S.399.『 ナ チ ス経 済 法 』76頁(但 し第4条 を 欠 く)。

(9)Handbuch,S.135ff.

(10)A。a.o.,S.137f.

(11)A.a.0,,S.3f.

(12)注2参 照 。

(13)Handbuch,S.411ff.DasDeutscheFUhrerlexikon1934/35,Berlin1934,S.

510.(以 下FOhrerlexikonと 略 す)。 な お,ラ イ ン地 方 の 商 工 会 議 所 の 成 立 と

そ の 類 型 に つ い て は,渡 辺 尚 著 「ラ イ ン の産 業 革 命 』 東 洋 経 済 新 報 社,1985

年,第5章,参 照 。

(14)Industrie-undHandelskammerl831-1956,Wuppertal-Elberfeld,1956,S。

109ff.R.チ ー ル シ ュ に つ い て は,W.Fischer(Hrsg.)BiographischeEnzy-

plopadiedeutschsprachigerUnternehmer,M菰nchen2004,Bd.皿,S.1348

を も参 照 。

(15)Handbuch,S.288f五

(16)DieIndustrie-undHandelskammerzuKrefeld1804-1954,Krefeldl954,S.

37ff.

(17)Handbuch,S.76,281;FUhrerlexikon,S.437.栗 原 優 著 「ナ チ ズ ム体 制 の成

立 』 ミネ ル ヴ ァ書 房,1981年,109頁,213頁,と くに405頁 以 下,466頁 以

下 。E.Klee,DasPersonenlexikonzumDrittenReich,Frankfurt/M2003,S.

36'(424)



ナチス ・ドイ ツにお ける商工会議所 の改造

560.

(18)Handbuch,S.68,201.

(19)A.a.0.,S.159f.

(20)A.a.0.,S.164ff.

(21)A.a.0.,S.213.

(22)A.a.0.,S.370f.

(23)A.a.0.,S.320f.

(24)A.a.0.,S.72,S.221ff.

(25)Ftihrerlexikon,S.291;Klee,a.a.O.,Arktikel:LUer,Carl.

(26)Handbuch,S.330ff.

(27)A.a.0.,S.238f.

(28)A.a.0.,S.403ff.

(29)A.a.0.,S.303ff.

(30)A,a,0.,S.313f£;FUhrerlexikon,S.385も 参 照 。

(31)Handbuch,S.268ff.

(32)A.a.0。,S.230fL

(33)A.a.0.,S.123,Fischer(Hrsg.),a,a,0.,Bd.1.に よ る と,こ の 人 物 は,1935

年 に ト ロ シ ン ゲ ン市 名 誉 市 民 と な っ て い る 。 同 人 は は じ め シ ュ トラ ッ サ ー を 支

持 し て い た が,そ の 排 除 後 は 転 換 し,1938年SS友 の 会 の 会 員 に な っ た 。 彼 は

ア イ ス リ ン デ ン の 包 装 紙 工 場 の 「ア ー リ ア 化 」 を 行 い,ま た1943年 に は オ ク

リ フ テ ル の 「ア ー リ ア 化 」 さ れ た パ ル プ ・製 紙 会 社 を 取 得 し た 。1945年3月

に テ ィ ロ ー ル 方 面 に 逃 げ た が,5月 に 捕 ま り,拘 禁 ・収 監 さ れ,1949年 に 釈 放

さ れ た 。 同 人 の 工 場 は 戦 後 も 存 続 し,1949年 に260人 の 従 業 員 を 雇 用 し た 。

60年 代 中 頃 に は800人 に 達 し た が,72年 に 支 払 不 能 と な り,一 族 は 経 営 か ら

退 い た 。A.a.0。,S.577f.

(34)Handbuch,S.385ff.

(35)A.a.0.,S.27,317ff.;Ftihrerlexikon,S.355;Klee,a.a.o.S。462;Fischer

(Hrsg.),a.a.O.,Bd.2,S.957.ピ ー チ ュ と経 済 大 臣K.シ ュ ミ ッ ト(Schmitt)

と の 関 係,ま た そ れ に 関 連 す る ナ チ ス 政 権 掌 握 直 後 の 経 済 組 織 化 を 中 心 と す る

経 済 政 策 の 方 向 の 諸 潮 流 に つ い て は,栗 原,前 掲 論 文 及 び 同 署 『第 二 次 大 戦 の

勃 発 』 名 古 屋 大 学 出 版 会,1994年,215頁,220頁,参 照 。

(36)Handbuch,S.326ff.

(37)A.a.0.,S.61;Klee,a.a.0,,S.488f.ま た,栗 原,前 掲 書,368頁,408頁,

467-8頁 。 な お ラ イ ンハ ル トは こ の 間 次 の 会 社 の 重 役 な い し社 長 ・副 社 長 に 就

任 し た と い う。Buderus'scheEisenwerke(1937-43),DeutscheHypotheken一
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bank(1935-43),Henninger-BrauAG(1930-43),IlseBergbauAG(1927-43),
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